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一
、
感
生
帝
研
究
の
提
要
的
略
述

本
論
に
入
る
前
に
、
感
生
帝
に
関
す
る
諸
論
考
に
つ
い
て
略
述
し
て
お

く
。
そ
の
際
、
提
要
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。

近
代
的
研
究
に
お
い
て
感
生
帝
を
話
題
に
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
、

白
烏
嘩
吉
氏
の
講
演
の
筆
記
で
あ
る
、
「
史
学
雑
誌
』
三
ニ
ー
三
（
大
正

1
0年
）
所
収
の
「
東
洋
史
談
話
会
講
演
要
項
ー
ー
ー
白
鳥
博
士
の
「
周
代

古
伝
説
に
つ
い
て
」
ー
—
」
が
、
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
中
で
白
鳥
氏
は
、
「
史
記
』
「
周
本
記
」
に
見
ら
れ
る
感
生
伝
説
を
、

「f
o
l
k
l
o
r
e
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
感
生
伝
説
は
r
e
l
i

g
i
o
u
s
の
も
の
で
あ
る
が
之
が
d
e
v
e
l
o
p
e
し
て
受
命
の
君
と
な
る
と
も
は

ゃ日
o
r
a
l
の
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
、
感
生
伝
説
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
論
文
と
し
て
は
、

白
烏
渚
「
股
周
の
感
生
伝
説
の
解
釈
」
（
『
東
洋
学
報
』
一
五
ー
四
、
大

正
一
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
白
鳥
氏
は
、
感
生
伝
説
に
関
す
る
様
々
な

文
献
を
列
挙
し
な
が
ら
、
「
上
代
支
那
の
国
民
思
想
を
討
究
す
る
と
い
ふ

点
か
ら
」
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
股
・
周
の
始
祖
伝
説
は
、
天

帝
の
代
理
で
あ
る
玄
鳥
の
卵
を
呑
ん
だ
り
、
天
帝
の
足
跡
に
接
蝕
し
た
り

す
る
と
い
う
「
日
a
g
i
c
c
e
r
e
m
o
n
y
」
に
よ
る
懐
妊
を
通
じ
て
、
「
古
代
支

那
人
が
子
供
を
得
ん
と
す
る
熱
望
の
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
文
献
」
で
あ
る
と

す
る
。
さ
ら
に
、
感
生
伝
説
の
解
釈
を
基
礎
に
敷
い
た
う
え
で
、
白
鳥
氏

は
、
「
天
子
と
い
ふ
尊
号
の
起
源
は
、
其
の
初
め
天
に
請
へ
ば
天
が
子
供

を
授
け
て
く
れ
る
と
い
ふ
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
其
の
信
仰
を
基
礎
と
し
て

為
政
者
自
ら
が
為
政
に
便
せ
し
為
め
に
自
称
し
た
」
と
し
て
、
〈
天
子
〉

と
い
う
言
葉
の
起
源
を
も
類
推
し
て
い
る
。

出
石
馘
彦
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究

J

(
中
央
公
論
社
、
昭
和
一
八
年
）

所
収
「
上
代
支
那
の
異
常
出
生
説
話
に
つ
い
て
」
（
初
出
は
「
民
族
』
四

ー
四
、
昭
和
四
年
）
は
、
「
世
界
各
地
の
諸
民
族
の
間
に
異
常
出
生

(
S
U

p
e
r
n
a
t
u
r
a
l
 
b
i
r
t
h
)

に
関
し
た
説
話
」
が
あ
る
こ
と
を
踏
み
な
が
ら
、

中
国
の
異
常
出
生
説
話
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
股
・
周
の
始
祖

説
話
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
前
記
の
白
烏
清
氏
の
論
文
に
拠
っ
て
い
る
も
の

の
、
「
玄
鳥
の
卵
を
呑
む
と
い
ふ
説
話
は
、
新
個
体
の
本
源
が
玄
鳥
そ
の

南

I

周
の
始
祖
説
話
を
中
心
と
し
て

鄭
玄
の
感
生
帝
説

昌

宏

(44) 
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も
の
に
あ
る
と
考
へ
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
は
卵
に
あ
る
と
考
へ
た

と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ら
う
」
と
し
て
、
〈
玄
鳥
よ
り
も
卵
を
重
視
す
る
〉

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
植
物
・
雷
•
虹
•
星
な
ど
に
関

連
す
る
出
生
説
話
や
、
「
普
通
の
者
以
上
に
母
の
胎
内
に
長
く
留
ま
っ
た
」

説
話
に
も
触
れ
た
う
え
で
、
「
か
ヽ
る
説
話
が
如
何
に
し
て
現
は
れ
る
に

至
っ
た
か
、
そ
の
意
味
」
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
「

こ
の
種
の
説
話
は
帝
王
は
普
通
人
と
異
る
偉
大
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

表
明
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
中
心
の
意
味
が
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。

出
石
氏
に
は
、
前
記
の
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
」
所
収
の
諸
篇
の
外
に
、

『
支
那
上
代
思
想
史
研
究
」
（
藤
井
書
店
、
昭
和
一
八
年
）
所
収
の
諸
篇

に
も
、
感
生
帝
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。

『
服
部
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
」
（
冨
山
房
、
昭
和
―
一
年
）
所

収
の
佐
藤
廣
治
「
鄭
説
に
据
る
感
生
帝
及
び
其
の
郊
祀
」
は
、
「
感
生
帝

の
思
想
は
…
…
鄭
説
に
あ
り
て
は
之
れ
あ
る
が
為
に
、
其
の
思
想
の
全
般

に
亙
り
て
頗
る
神
秘
的
伝
説
的
の
色
彩
を
加
へ
、
延
い
て
彼
の
経
説
に
影

響
す
る
所
勘
か
ら
ざ
る
を
見
る
」
が
、
「
但
、
鄭
玄
は
素
よ
り
世
の
所
謂

思
想
家
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
其
の
著
述
中
に
於
て
感
生
帝
に
関
す
る
思

想
を
一
括
し
系
統
的
に
論
述
せ
し
も
の
」
が
な
い
た
め
、
「
彼
の
諸
種
の

典
籍
に
施
し
た
る
注
釈
文
を
拾
掟
し
之
を
帰
納
的
に
組
織
す
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
古
来
鄭
の
天
説
を
六
天
説
と

称
す
れ
ど
も
、
按
ず
る
に
鄭
自
ら
六
天
を
以
て
呼
べ
る
を
見
ず
。
孔
疏
の

敷
術
は
鄭
意
に
当
ら
ざ
る
に
似
た
り
」
と
、
従
来
の
六
天
説
を
否
定
し
た

う
え
で
、
五
天
帝
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
五
行
を
主
」
り
、
「
分
担
し
て

万
物
を
生
育
す
る
と
共
に
、
更
に
後
世
帝
王
た
る
も
の
ヽ
始
祖
を
感
生
す

る
の
一
大
作
用
を
営
む
」
と
こ
ろ
の
五
天
帝
、
即
ち
蒼
帝
霊
威
仰
。
赤
帝

赤
燦
怒
・
黄
帝
含
枢
紐
•
白
帝
白
招
拒
•
黒
帝
汁
光
記
で
あ
る
と
定
義
す

る
。
次
に
、
緯
書
に
感
生
を
説
く
も
の
が
多
い
こ
と
に
触
れ
、
「
鄭
が
緯

書
を
以
て
至
要
な
る
所
据
と
な
せ
し
こ
と
想
ふ
に
難
か
ら
ず
。
惟
ふ
に
此

の
感
生
の
説
た
る
、
漢
室
の
神
聖
と
深
き
関
係
を
有
し
、
漢
代
に
於
け
る

国
家
的
伝
説
と
も
見
る
べ
き
も
の
に
し
て
、
其
の
社
会
民
心
に
浸
漬
す
る

所
、
頗
る
深
且
つ
広
な
り
し
が
如
し
」
と
記
す
。
そ
し
て
、
「
郊
祀
」
「

魯
の
郊
祀
」
「
周
の
郊
祀
」
「
祈
穀
」
「
配
食
者
」
の
項
を
立
て
て
、
「

鄭
玄
の
想
定
し
た
る
感
生
帝
及
び
其
の
郊
祀
の
大
略
」
を
述
べ
て
い
る
。

通
常
は
〈
感
生
し
た
と
こ
ろ
の
帝
王
〉
即
ち
后
稜
•
契
な
ど
を
感
生
帝

と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
こ
の
佐
藤
氏
の
論
考
は
〈
感
生
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の

天
帝
〉
を
感
生
帝
と
定
義
し
て
い
る
点
で
注
意
を
要
す
る
。

森
三
樹
三
郎
『
中
国
古
代
神
話
』
（
清
水
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
四
四
年

最
印
刊
行
、
原
本
は
『
支
那
古
代
神
話
」
昭
和
一
九
年
）
第
二
章
「
帝
王

の
感
生
伝
説
」
は
、
「
感
生
説
は
、
後
世
に
な
る
ほ
ど
多
く
な
る
傾
向
が

あ
り
、
中
に
は
明
か
に
後
人
の
捏
造
に
か
か
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
少

く
は
な
い
。
そ
こ
で
…
…
比
較
的
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
来
た
と
思
は
れ

る
も
の
を
二
三
選
ん
で
挙
げ
」
、
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
股
の
始

祖
伝
説
に
つ
い
て
、
森
氏
は
、
「
毛
伝
の
解
釈
は
詩
経
（
玄
烏
）
の
本
文

に
対
し
て
忠
実
」
で
、
「
鄭
箋
が
こ
れ
を
感
生
説
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
の

は
、
あ
ら
か
じ
め
史
記
股
本
紀
や
緯
書
に
よ
っ
て
予
備
知
識
を
得
て
ゐ
た

か
ら
で
あ
」
り
、
（
股
の
伝
説
に
関
し
て
は
）
「
明
確
な
感
生
伝
説
は
・
・
・

(45) 
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・
：
史
記
に
先
行
す
る
文
献
を
求
め
る
こ
と
は
、
ま
づ
断
念
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
な
ぜ
史
記
は
股
の
始
祖
を
神

秘
化
し
た
」
の
か
を
、
「
司
馬
遷
の
時
代
、
す
な
は
ち
漢
代
が
天
子
を
神

秘
視
す
る
機
運
に
向
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
次
に
、

周
の
始
祖
伝
説
に
つ
い
て
は
、
「
周
の
始
祖
の
そ
れ
（
感
生
伝
説
）
は
詩

経
な
ど
に
も
明
ら
か
に
見
え
て
ゐ
る
」
と
し
、
「
詩
（
生
民
）
の
古
意
に

比
較
的
忠
実
な
鄭
玄
の
解
釈
に
従
っ
て
」
い
る
。
森
氏
は
、
「
足
跡
の
親

指
に
当
る
と
こ
ろ
を
踏
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
重
視
し
、
「
親
指

の
と
こ
ろ
だ
け
で
人
間
の
足
の
大
き
さ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
、
巨
大
」
、
即

ち
〈
偉
大
な
天
帝
〉
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
詩
人
は
強
調
し
た
か
っ
た

の
だ
、
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
「
生
民
」
の
詩
を
『
詩
経
」
「
悶
宮
」
「

斯
干
」
の
詩
と
関
連
さ
せ
て
、
〈
子
授
け
の
神
事
〉
が
行
わ
れ
て
い
た
と

す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
「
着
想
と
し
て
は
卓
抜
で
あ
る
が
、
惜
む
ら
く

は
確
実
な
根
拠
を
欠
い
て
ゐ
る
。
ま
づ
は
一
憶
説
と
し
て
存
す
る
ほ
か
は

あ
る
ま
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
后
稜
が
棄
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
、
毛
伝
と
『
史
記
』
と
の
解
釈
の
相
異
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い

る
。
最
後
に
、
そ
の
他
の
感
生
伝
説
と
し
て
、
「
緯
書
の
主
要
な
任
務
が
、

天
子
の
権
威
を
神
秘
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
勿
論
」
で
あ
り
、
「
帝

王
に
関
す
る
感
生
伝
説
：
…
．
の
大
部
分
は
漢
代
に
な
つ
て
創
作
さ
れ
た
も

の
で
…
…
時
に
は
一
部
の
専
門
家
ま
で
が
、
緯
書
に
現
れ
た
説
話
を
古
代

の
神
話
と
し
て
無
批
判
に
採
用
し
て
ゐ
る
」
こ
と
は
、
「
甚
だ
遺
憾
な
こ

と
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。

安
居
香
山
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
四

年
）
後
篇
第
三
章
「
感
生
帝
説
の
展
開
と
緯
書
思
想
」
は
、
安
居
氏
に
よ

れ
ば
、
「
相
生
的
五
徳
終
始
説
を
骨
子
と
し
た
緯
書
の
感
生
帝
説
は
、
漢

王
朝
の
火
徳
た
る
位
置
付
け
を
確
立
す
る
と
共
に
、
漢
は
異
の
後
裔
で
あ

る
と
す
る
説
を
、
決
定
的
な
も
の
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
…
…
更
に
、
緯
書
の
ご
と
き
感
生
帝
説
の
立
説
の
時
期
は
、
歴

史
的
・
思
想
的
背
景
か
ら
考
え
て
、
前
漢
末
よ
り
も
、
寧
ろ
後
漢
初
に
お

い
て
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
も
…
…
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で

き
た
」
論
考
で
あ
る
。

召
奢
朝
邦
「
鄭
玄
の
詩
経
解
釈
学
」
（
『
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
」

六
、
昭
和
五
五
年
）
は
、
鄭
玄
が
「
識
緯
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
っ
た
」

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
『
詩
経
』
「
生
民
」
を
例
に
挙
げ
、
「
鄭
玄
が

な
ぜ
識
緯
説
を
う
け
い
れ
た
か
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
」
い
る
。
辺
土

名
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
本
論
考
「
四
、
鄭
玄
の
感
生
帝
説
」
で
検
討
を

加
え
る
。

呉
二
燥
「
六
天
説
の
背
景
」
（
『
中
国
思
想
史
研
究
」
五
、
一
九
八
二

年
）
は
、
「
天
祭
に
係
わ
る
諸
経
の
記
述
の
不
一
致
に
対
し
て
鄭
玄
が
ど

の
よ
う
な
統
一
的
意
味
賦
与
を
し
、
そ
う
い
う
作
業
に
具
体
的
に
ど
の
緯

書
の
ど
う
い
う
内
容
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
」
を
目
的
と

し
、
「
勿
論
そ
れ
は
結
果
的
に
鄭
玄
の
経
学
に
お
い
て
の
緯
書
の
意
味
を

問
い
直
す
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
鄭
玄
に
と
っ
て
こ
の
よ

う
な
郊
祀
の
二
つ
の
目
的
（
郊
天
と
祈
穀
と
）
が
互
い
に
矛
盾
し
合
わ
な

い
で
済
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
所
謂
感
生
帝
説
の
お
陰
で
」
あ
り
、
ま
た
、

「
郊
祀
に
お
け
る
感
生
帝
の
概
念
も
結
局
五
徳
終
始
説
の
理
論
的
帰
結
と

(46) 



749 

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
呉
氏
は
説
く
。

池
田
秀
三
「
緯
書
鄭
氏
学
研
究
序
説
」
（
『
哲
学
研
究
」
五
四
八
、
一

九
八
三
年
）
は
、
鄭
玄
に
よ
る
経
学
の
総
合
体
系
化
の
理
念
を
究
明
す
る

た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
緯
書
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
池
田

氏
は
、
「
『
毛
詩
注
」
に
は
符
瑞
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
緯
書
説
が

見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
言
う
べ
き
は
か
の
感
生
帝

の
説
で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
が
感
生
帝
の
説
、
す
な
わ
ち
聖
人
の
異
常
出
生
諏

を
歴
史
事
実
と
し
て
固
く
信
じ
て
い
た
」
と
言
い
、
「
こ
の
感
生
帝
信
仰
を

彼
に
も
た
ら
し
た
も
の
…
…
そ
れ
は
緯
書
で
あ
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
。

御
手
洗
勝
『
古
代
中
国
の
神
々
」
（
創
文
社
、
昭
和
五
九
年
）
本
論
第

一
部
「
夏
・
股
・
周
の
始
祖
伝
説
」
は
、
「
伝
説
上
に
お
い
て
、
始
祖
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
物
、
と
く
に
当
該
氏
族
人
が
始
祖
と
し
て
早
く

か
ら
伝
承
し
て
い
た
人
物
は
…
…
当
該
氏
族
の
成
立
と
と
も
に
古
い
神
で

あ
る
実
例
が
存
す
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
文
字
の
音
韻
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
王
朝
の
始
祖
の
正
体
を
解
明
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
契
•
后
稜
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
感
生
帝
で

あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

南
澤
良
彦
「
王
粛
の
政
治
思
想
ー
ー
「
感
生
帝
説
」
批
判
の
背
景
ー
」

（
『
中
国
思
想
史
研
究
』
一

O
、
一
九
八
七
年
）
は
、
「
官
僚
ー
政
治
家

と
し
て
現
実
政
治
に
実
際
に
携
わ
っ
た
王
粛
の
政
治
思
想
を
取
り
上
げ
、

そ
の
特
徴
を
解
明
し
、
更
に
そ
の
政
治
思
想
が
如
何
に
学
問
に
反
映
さ
れ

て
い
る
の
か
を
、
「
感
生
帝
説
」
批
判
を
中
心
に
論
じ
」
た
も
の
で
あ
る
。

南
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
「
為
政
者
が
安
易
に
呪
術
的
宗
教
的
な
も
の
に
頼
り
、

か
え
っ
て
自
己
の
徳
を
高
め
、
善
政
を
施
そ
う
と
す
る
自
覚
的
な
努
力
を

怠
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
王
粛
の
麒
念
が
、
感
生
帝
説

を
否
定
す
る
理
由
の
―
つ
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
け
る
感
生
説
話
の
研
究
に
は
、
『
聞
一
多
全
集
（
一
）
」
（

開
明
書
店
、
民
国
三
七
年
）
及
び
中
島
み
ど
り
訳
注
『
中
国
神
話
』
（
東

洋
文
庫
、
一
九
八
九
年
）
所
収
の
聞
一
多
「
姜
媛
履
大
人
跡
考
」
が
あ
る
。

聞
氏
は
、
『
詩
経
」
「
生
民
」
は
農
耕
祭
祀
に
お
け
る
象
徴
的
な
舞
踏
の

文
学
的
な
表
現
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
后
稜
が
感
生
帝

で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
経
学
上
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
問
題
に
し
て
い

な
い
。顧

頷
剛
縮
著
『
古
史
辮
（
一
）
」
（
太
平
書
局
、
一
九
六
二
年
）
所
収

の
顧
頷
剛
「
我
的
研
究
古
史
的
計
画
」
で
は
、
姜
姫
が
夫
な
く
し
て
后
稜

を
産
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
「
母
系
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
母
し
か
知
ら

れ
て
い
な
い
」
、
「
自
由
恋
愛
で
あ
っ
た
た
め
夫
が
分
か
ら
な
い
」
、
あ

る
い
は
「
事
実
は
ど
う
あ
れ
、
民
衆
は
確
か
に
信
じ
て
い
た
」
な
ど
の
説

を
紹
介
し
て
い
る
。

哀
珂
『
中
国
古
代
神
話
」
（
商
務
印
書
館
、
一
九
五
一
年
初
版
、
一
九

五
七
年
増
訂
、
伊
藤
敬
―
他
訳
『
中
国
古
代
神
話
』
み
す
ず
書
房
、
一
九

六
0
年
発
行
、
一
九
七
一
年
新
版
）
は
、
第
一
章
「
導
言
」
で
、
周
揚
氏

の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
神
話
と
迷
信
と
に
は
確
か
に
本
質
的
な
違
い
が

あ
る
も
の
の
、
「
多
く
の
神
話
に
は
、
多
か
れ
少
か
れ
迷
信
の
要
素
が
ま

ざ
っ
て
い
て
」
、
二
者
を
区
別
す
る
時
に
は
、
「
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
ま
ず
指
摘
す
る
。
次
に
、
感
生
説
は
神
話
で
あ
る
と

(47) 
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言
い
、
「
伝
説
と
神
話
の
ち
が
い
は
、
伝
説
が
文
明
の
進
歩
に
つ
れ
て
、

次
第
に
神
話
に
お
け
る
粗
野
な
成
分
を
排
除
し
、
よ
り
合
理
的
な
人
情
味

の
あ
る
構
想
と
設
定
を
こ
れ
に
代
え
、
か
く
て
神
話
が
伝
説
に
進
化
し
た

こ
と
に
あ
る
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
「
帝
俊
、
帝
鬱
和
舜
」

で
、
「
民
族
の
始
祖
に
な
っ
た
息
子
の
母
親
た
ち
に
つ
い
て
は
「
始
祖
誕

生
」
を
め
ぐ
る
お
も
し
ろ
い
神
話
が
い
く
ら
か
あ
る
」
と
し
て
、
契
•
后

稜
の
誕
生
詞
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
案
珂
『
中
国
神
話
史
」
（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

は
、
第
四
章
「
先
秦
及
漢
初
文
献
中
的
神
話
」
で
、
『
詩
経
」
「
生
民
」

「
玄
鳥
」
に
記
さ
れ
た
も
の
は
「
神
話
の
原
始
的
な
記
録
」
で
あ
り
、
同

じ
話
で
あ
っ
て
も
、
『
史
記
』
に
記
さ
れ
た
も
の
は
「
文
学
的
な
描
写
」

で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
第
五
章
「
漢
代
的
感
生
神
話
及
其
他
」
で
は
、

「
漢
代
に
は
感
生
神
話
が
大
量
に
現
れ
、
そ
れ
は
、
当
時
の
統
治
者
に
よ

る
愚
民
政
策
の
要
求
に
も
適
っ
て
い
た
」
、
「
統
治
階
級
は
感
生
神
話
を

借
り
て
天
命
思
想
を
宣
揚
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
感
生
神
話
を
創

造
し
た
」
と
述
べ
、
緯
書
な
ど
に
見
え
る
感
生
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
論
文
で
主
と
し
て
扱
う
周
の
始
祖
説
話
で
は
、
〈
足
跡
を
踏
む
〉
と

い
う
行
為
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
こ
で
最
後
に
、
民
俗
学
で
は
〈
足

跡
〉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
が
あ
る
の
か
、
を
見
て
お
く
。

フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
（
一
）
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
発
行
、

一
九
六
六
年
改
版
）
第
三
章
「
共
感
呪
術
」
に
は
、
「
足
跡
に
害
を
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
足
跡
を
つ
け
た
足
に
傷
害
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
は
全
世
界
に
あ
ま
ね
く
見
ら
れ
る
信
仰
な
の
で
あ
る
」
と

し
て
、
い
く
つ
か
の
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
相
手
を
傷
つ

け
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
「
恋
呪
」
も
あ
る
。
「
南
ス

ラ
ヴ
人
の
乙
女
は
、
自
分
の
好
き
な
若
者
の
つ
け
た
足
跡
の
土
を
掘
り
と

っ
て
、
そ
れ
を
花
鉢
の
中
へ
入
れ
る
。
そ
の
鉢
に
決
し
て
凋
む
こ
と
が
な

い
と
い
う
金
禁
花
を
植
え
る
。
す
る
と
草
花
が
成
長
し
て
金
色
の
花
を
開

き
、
そ
の
花
が
決
し
て
凋
ま
な
い
と
同
じ
よ
う
に
恋
人
の
愛
も
ま
た
成
長

し
て
花
を
開
き
、
愛
は
決
し
て
凋
む
こ
と
が
な
い
。
」
外
に
、
出
石
氏
「

上
代
支
那
に
於
け
る
神
話
及
び
説
話
」
（
前
掲
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
」

所
収
）
に
は
、
「
H
a
r
t
l
a
n
d
氏
の
伝
へ
る
と
こ
ろ
に
依
る
と
、
白
耳
義
A
r
d

e
n
n
e
s
の
S
p
a
に
あ
る
G
r
o
e
s
b
e
c
k
泉
の
傍
に
は

St.
R
e
m
a
d
e
の
足
跡
と
称

せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
子
無
き
婦
人
は
此
処
を
訪
れ
て
、
泉
の
水
を
飲

み
そ
の
足
跡
を
踏
ん
で
子
を
得
る
霊
験
の
現
は
れ
る
こ
と
を
乞
ふ
」
と
い

う
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。

后
稜
の
感
生
説
話
に
は
、
記
述
者
の
意
識
の
上
か
ら
、
大
き
く
分
け
て

次
の
三
つ
の
異
な
っ
た
解
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(

a

)

伝
説
・
伝
承

と
し
て
の
記
述
、

(
b
)
歴
史
的
記
録
と
し
て
の
記
述
、

(

C

)

経
学
上

の
解
釈
と
し
て
の
記
述
の
三
者
で
あ
る
。
以
下
、
各
々
の
用
例
を
い
く
つ

か
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

先
ず
、

(

a

)

伝
説
・
伝
承
と
し
て
の
記
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。 二

、
后
稜
の
感
生
に
関
す
る
諸
説

(48) 
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思
士
は
妻
あ
ら
ず
し
て
感
じ
、
思
女
は
夫
あ
ら
ず
し
て
卒
む
。
后
稜

巨
跡
に
生
ま
る
。
（
『
列
子
』
「
天
瑞
」
）

す

稜
は
維
れ
元
子
な
り
。
帝
何
ぞ
之
を
竺
す
る
。
之
を
氷
上
に
投
つ
。

あ
た
た

鳥
何
ぞ
之
を
摸
む
る
。
（
『
楚
辞
」
「
天
問
」
）

言
っ
こ
こ
ろ
は
、
后
稜
の
母
姜
姫
出
で
て
大
人
の
迩
を
見
る
。

怪
し
み
て
之
を
履
み
、
遂
に
娠
有
り
て
后
稜
を
生
む
。
…
…
姜
姫

后
稜
の
父
無
く
し
て
生
ま
る
る
を
以
て
、
之
を
氷
上
に
奔
つ
。

（
王
逸
注
）

恐
ら
く
、
こ
れ
ら
は
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
物
語
り
を
、
最
も
素
朴
に

書
き
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

母
姜
原
天
の
跡
を
履
み
て
后
稜
を
生
む
。
（
『
春
秋
繁
露
』
「

三
代
改
制
質
文
」
）

后
稜
の
時
、
大
人
の
迩
を
展
み
…
…
（
『
論
衡
」
「
吉
験
」
）

（
『
論
衡
校
釈
』
は
、
「
時
」
を
「
母
」
に
校
す
る
。
）

こ
れ
ら
は
、
自
説
の
具
体
的
な
証
拠
と
し
て
、
民
間
に
流
布
し
て
い
た
物

語
り
を
取
り
上
げ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
春
秋
繁
露
」

の
言
葉
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
「
疑
う
ら
く
は
董
子
が
元
（
原
）
文
に
非
ず
」

と
注
し
て
い
る
。

次
に
、

(
b
)
伝
説
で
あ
っ
た
感
生
説
話
を
歴
史
と
し
て
後
世
に
留
め

よ
う
と
し
た
も
の
に
『
史
記
』
「
周
本
紀
」
が
あ
る
。

ママ

周
の
后
稜
、
名
は
奔
。
其
の
母
〔
で
あ
る
〕
有
部
氏
の
女
を
姜
原
と

日
う
。
姜
原
帝
暑
が
元
妃
為
り
。
姜
原
野
に
出
で
、
巨
人
の
跡

を
見
る
。
心
折
然
と
し
て
説
び
、
之
を
践
ま
ん
と
欲
す
。
之
を
践

め
ば
而
ち
身
の
勁
く
こ
と
卒
む
者
の
如
し
。
期
に
居
り
て
子
を
生
む
。

以
て
不
祥
と
為
し
、
之
を
陰
巷
に
弁
つ
る
も
、
馬
牛
の
過
ぐ
る
者

皆
辟
け
て
践
ま
ず
。
徒
し
て
之
を
林
中
に
置
く
も
、
適
々
、
山
林
の

多
人
に
会
い
、
〔
そ
の
多
人
が
〕
之
を
遷
せ
り
。
渠
中
の
泳
上
に
奔

つ
る
も
、
飛
鳥
其
の
翼
を
以
て
之
を
覆
腐
す
。
姜
原
以
て
神
と

為
し
、
遂
に
収
養
し
て
之
を
長
ぜ
し
む
。
初
め
之
を
奔
て
ん
と
欲
す
。

因
り
て
名
づ
け
て
奔
と
日
う
。

（
『
詩
経
」
「
生
民
」
の
「
誕
寓
之
平
林
、
会
伐
平
林
」
に
対
す

る
孔
疏
に
「
又
、
此
の
后
稜
を
棄
て
、
之
を
平
地
林
木
の
中
に
置

く
も
、
人
の
平
林
に
往
伐
す
る
有
る
に
会
値
す
。
木
を
伐
る
の
人
、

見
て
之
を
収
取
す
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
史
記
」
に
あ
る
「
多

人
」
の
語
を
、
差
し
当
た
り
、
「
伐
木
之
人
」
と
解
し
て
お
く
。
）

こ
の
外
に
は
、
『
列
女
伝
』
「
棄
母
姜
姫
」
が
あ
る
も
の
の
、
劉
向
の

著
作
意
識
が
歴
史
事
実
の
叙
述
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
は
問
題
が
あ
る
。

下
見
隆
雄
『
劉
向

r
列
女
伝
』
の
研
究
」
（
東
海
大
学
出
版
会
、
平
成
元

年
）
に
よ
れ
ば
、
『
列
女
伝
』
は
女
性
の
実
伝
の
形
を
借
り
て
、
作
者
の

女
性
論
な
い
し
社
会
政
治
思
想
を
語
る
の
が
本
体
で
あ
り
、
歴
史
上
の
文

献
資
料
に
も
、
様
々
な
か
た
ち
で
作
者
の
工
夫
が
加
わ
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
で
あ
る
と
言
う
（
七
四

S
七
五
頁
）
。
し
か
も
、
「
棄
母
姜
姻
」
は
、

劉
向
の
意
図
に
よ
っ
て
都
合
の
良
い
設
定
が
組
ま
れ
て
い
る
(
―
二
六

S

―
二
七
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
単
純
に
歴
史
と
し
て
の
記
述
と
は

言
い
切
れ
な
い
。

最
後
に
、

(

C

)

経
学
上
の
解
釈
と
し
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

(49) 
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毛
伝
が

載
生
載
育
、
時
維
后
稜
（

次
の
よ
う
に
解
釈
し
て

〈
合
理
的
〉
と
さ
れ
る
理
由
の
―
つ
が
こ

本
稿
の
最
も
注
目
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

履
帝
武
敏
、
欽
仮
介
仮
止
、
載
震
載
夙
、

『
詩
経
」
「
生
民
」
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
感
生
帝
説
に
立
っ
て
、

い
る
。

「
帝
」
と
は
上
帝
な
り
。
「
敏
」
と
は
拇
な
り
。
「
介
」
と
は
左
右

な
り
。
「
夙
」
の
言
、
粛
な
り
。
郊
謀
を
祀
る
の
時
、
時
に
則
ち
大

神
の
迩
有
り
。
姜
姻
之
を
閥
む
。
足
満
た
す
能
わ
ず
。
其
の
拇

指
の
処
を
展
む
や
、
心
体
畝
敵
然
と
し
て
其
れ
左
右
し
、
止
住
す

み
ご

b

る
所
、
人
道
の
己
に
感
ず
る
者
有
る
が
如
し
。
是
に
於
い
て
遂
に
身

る
こ
と
有
り
。
而
し
て
粛
戒
し
て
復
た
御
せ
ず
。
後
則
ち
子
を
生

み
て
之
を
養
長
す
。
之
に
名
づ
け
て
奔
と
曰
う
。
舜
鹿
に
臣
た
り

て
之
を
挙
ぐ
。
是
れ
后
稜
為
り
。

と
こ
ろ
が
、
毛
伝
は
「
生
民
」
の
解
釈
に
、
感
生
帝
説
を
一
切
採
用
し

な
い
で
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
厩
」
と
は
践
な
り
。
「
帝
」
と
は
高
辛
氏
の
帝
な
り
。
「
武
」
と

は
迩
、
「
敏
」
と
は
疾
な
り
。
帝
に
従
い
て
天
に
見
ゆ
。
将
に
事
え

ん
と
す
る
こ
と
斉
敏
な
り
。
「
欽
」
と
は
響
、
「
介
」
と
は
大
な
り
。

「
止
」
と
は
福
禄
の
止
ど
む
る
所
な
り
。
「
震
」
と
は
勁
、
「
夙
」

と
は
早
、
「
育
」
と
は
長
な
り
。
后
稜
百
穀
を
播
し
て
以
て
民
に

利
す
。

経
書
の
解
釈
と
し
て
、

こ
に
あ
る
。

す
る
と
、
一
般
的
に
は
毛
伝
を
尊
重
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
鄭
玄
が
、

な
ぜ
、
こ
う
も
食
い
違
っ
た
解
釈
を
し
た
の
か
。
あ
え
て
異
な
っ
た
解
釈

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
鄭
玄
に
は
、
毛
伝
を
否
定
し
て
ま
で
も
、
儒
学

の
体
系
に
感
生
帝
説
を
組
み
込
も
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

物
語
り
で
あ
っ
た
感
生
帝
説
話
は
、
こ
の
毛
・
鄭
の
対
立
以
後
、
経
学

上
の
問
題
と
し
て
、
肯
定
す
べ
き
か
否
か
の
学
説
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
論
争
は
、
以
後
、
清
朝
ま
で
続
く
の
だ
が
、
基
本
的
に
は

毛
伝
を
採
る
か
鄭
箋
を
採
る
か
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
に
集
約
さ
れ

る
。
以
下
、
『
詩
経
』
「
生
民
」
に
つ
い
て
の
注
釈
の
う
ち
か
ら
、
代
表

的
な
も
の
を
挙
げ
て
ゆ
く
。

魏
の
王
粛
『
聖
證
論
』
（
『
詩
経
」
「
生
民
」
孔
疏
所
引
）

王
粛
馬
融
を
引
き
て
日
く
、
「
帝
楊
四
妃
有
り
。
上
妃
の
姜
姫

后
稜
を
生
む
。
次
妃
の
簡
秋
契
を
生
む
。
次
妃
の
陳
鋒
帝
鹿
を

生
む
。
次
妃
の
諏
砦
、
帝
摯
を
生
む
。
摯
最
も
長
た
り
。
次
い
で

鹿
、
次
い
で
契
。
下
妃
の
三
人
皆
已
に
子
を
生
む
も
、
上
妃
の

姜
姻
未
だ
子
有
ら
ず
。
故
に
睡
祀
し
て
子
を
求
む
。
上
帝
大
い
に

其
の
祭
祀
に
安
ん
じ
て
之
に
子
を
与
う
。
任
身
す
る
の
月
帝
鬱
崩

じ
、
摯
即
位
す
れ
ど
も
崩
じ
、
帝
巽
即
位
す
。
帝
暑
崩
じ
て
後

十
月
し
て
后
稜
生
ま
る
。
蓋
し
遺
腹
の
子
な
り
。
天
の
安
ん
ず
る
所

と
為
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
寡
居
し
て
子
を
生
め
ば
、
衆
の
疑
う
所

と
為
る
。
申
説
す
可
か
ら
ず
。
姜
姻
后
稜
の
神
奇
必
ず
害
う
可

か
ら
ざ
る
を
知
る
。
故
に
之
を
棄
て
て
以
て
其
の
神
を
著
し
、
因
り
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て
以
て
自
ら
〔
の
無
実
を
〕
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
。
巽
も
亦

の
然
る
を
知
る
。
故
に
姜
姻
の
之
を
棄
つ
る
を
聴
す
」
と
。
粛

が
言
を
以
て
然
り
と
為
す
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
馬
融
説
は
、
鄭
玄
嫌
い
の
王
粛
の
偽
作
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
鄭
玄
の
師
で
あ
る
馬
融
の
名
を
出
す
こ
と
は
、
鄭
玄
を
越

え
よ
う
と
す
る
際
に
は
効
果
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
王
粛
『
毛
詩
奏
事
」
（
『
詩
経
』
「
生
民
」
孔
疏
所
引
）

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

其
の
奏
に
云
う
。
稜
•
契
の
興
る
は
、
民
事
に
徳
を
積
み
功
を
累
ぬ

る
を
以
て
に
自
〔
る
の
で
あ
〕
り
、
大
迩
と
燕
卵
と
を
以
て
せ
ず
。

且
つ
夫
あ
ら
ず
し
て
育
む
は
、
乃
ち
載
籍
の
妖
と
為
す
所
以
、
宗
周

の
喪
滅
す
る
所
〔
以
〕
な
り
。
其
の
意
、
大
迩
を
履
む
の
事
を
信
ぜ

ず
。
而
も
又
、
棄
つ
る
の
意
を
申
〔
説
〕
す
る
能
わ
ず
。
故
に
以
て

選
腹
の
子
と
為
し
、
姜
姻
嫌
を
避
け
て
之
を
棄
つ
。

王
粛
を
批
判
す
る
の
が
、
魏
の
王
基
『
毛
詩
駁
」
（
『
詩
経
」
「
生
民
」

孔
疏
所
引
）
で
あ
る
。

王
基
之
を
駁
し
て
曰
く
、
凡
そ
人
に
遺
体
有
り
、
猶
以
て
熾
を
為

さ
ず
。
況
や
帝
蕃
は
聖
主
、
姜
姫
は
賢
妃
な
れ
ば
、
反
っ
て
当
に
遭

喪
の
月
に
於
い
て
便
ち
礼
を
犯
す
を
嫌
す
べ
け
ん
や
。
人
情
然
ら

た
と

ざ
る
の
一
な
り
。
就
い
融
が
言
の
如
く
審
に
是
れ
帝
響
の
子
な
る
も
、

凡
そ
聖
主
・
賛
妃
の
生
子
、
未
だ
必
ず
し
も
皆
賢
聖
に
し
て
神
明
の

祐
く
る
所
と
為
る
能
わ
ず
。
〔
例
え
ば
〕
党
に
丹
朱
有
り
、
舜
に
商

均
有
り
、
文
王
に
管
・
察
有
り
。
姜
姫
帝
犠
に
御
さ
れ
て
身
る
有 融其

り
。
何
を
以
て
其
の
特
り
神
奇
有
る
を
知
り
て
之
を
寒
氷
に
置
か
ん

ゃ
。
仮
令
、
烏
翼
を
覆
わ
ざ
れ
ば
、
終
に
疑
い
途
々
甚
だ
し
く
し

て
、
則
ち
后
稜
は
父
無
し
の
子
と
為
り
、
碧
に
淫
昏
の
妃
有
り
、
姜

姫
は
汚
辱
の
毀
り
有
ら
ん
。
当
に
何
を
以
て
自
ら
明
ら
か
に
す
べ
け

ん
や
。
本
よ
り
嫌
を
避
け
ん
と
欲
し
て
、
嫌
又
甚
だ
し
。
然
ら
ざ
る

の
二
な
り
。
又
、
『
世
本
」
云
え
ら
く
、
「
帝
轡
其
の
四
妃
の
子

を
卜
す
。
皆
天
下
を
有
つ
」
と
。
若
し
融
が
言
の
如
く
、
任
娠
の
月

に
し
て
帝
羞
崩
じ
な
ば
、
姜
姫
す
ら
尚
未
だ
身
る
有
る
を
知
ら
ず
、

帝
響
焉
く
ん
ぞ
知
り
て
之
を
卜
す
を
得
ん
や
。
荀
も
其
の
理
と
し

て
前
に
凝
を
緊
ぐ
を
却
く
る
に
非
ず
ん
ば
、
義
通
ず
る
を
得
ず
。

然
ら
ざ
る
の
三
な
り
。
…
…
誠
に
粛
が
言
の
如
く
ん
ば
、
神
霊
す
ら

尚
能
く
二
龍
を
し
て
妖
女
を
生
み
て
以
て
幽
王
を
滅
ぼ
さ
し
む
。
〔

そ
う
で
あ
れ
ば
〕
天
帝
反
っ
て
当
に
精
気
を
以
て
聖
子
を
育
み
て

以
て
帝
王
を
興
す
能
わ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
此
れ
、
感
生
の
事
有
る
を

そ
し

明
ら
か
に
す
る
所
以
に
し
て
、
難
り
を
為
す
所
以
に
非
ざ
る
に
適
う
。

粛
二
龍
の
実
に
褒
似
を
生
む
を
信
じ
、
天
帝
の
能
＜
后
稜
を
生
む

を
信
ぜ
ず
。
是
れ
、
上
帝
但
能
＜
妖
を
作
す
も
、
嘉
祥
を
為
す
能

翌
た
な

わ
ず
、
悪
を
為
す
に
長
ず
る
も
、
善
を
為
す
に
短
し
と
為
す
を
謂
う
。

粛
の
乖
戻
、
此
れ
尤
も
甚
だ
し
。

『
聖
證
論
」
に
対
す
る
晋
の
馬
昭
の
駁
（
『
詩
経
」
「
生
民
」
孔
疏
所

引
）
に
は
、

馬
昭
曰
く
、
稜
の
奇
な
る
こ
と
、
〔
姜
姻
が
后
稜
を
〕
既
に
棄
つ

る
の
後
に
見
わ
る
。
未
だ
棄
て
ざ
る
の
前
、
何
を
用
て
知
る
や
。
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と
あ
る
。

『
聖
證
論
」
に
対
す
る
晋
の
張
融
の
評
（
『
詩
経
』

引
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

張
融
云
え
ら
く
、
稜
•
契
の
年
尭
よ
り
稚
し
。
鹿
鬱
と
帝
位

に
並
び
虞
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
稜
•
契
焉
く
ん
ぞ
鬱
の
子
為
る
を
得

ん
や
。
若
し
稜
•
契
を
し
て
必
ず
響
の
子
た
ら
使
め
ば
、
『
史
記
」

の
如
し
。
〔
つ
ま
り
、
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
稜
•
契
は
〕
是
れ
鹿

の
兄
弟
な
り
。
〔
と
こ
ろ
が
『
史
記
」
の
内
容
か
ら
推
す
と
〕
巽

賢
弟
〔
で
あ
る
稜
•
契
が
〕
有
る
も
七
十
〔
年
〕
用
い
ず
、
舜
〔
の

t
 

出
現
〕
を
須
ち
て
之
を
挙
ぐ
〔
と
な
っ
て
し
ま
う
〕
。
此
れ
、
然
ら

ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
『
詩
j

の
雅
・
頌
に
は
、
姜
姻
迩
を
履

み
て
〔
后
稜
を
〕
生
み
、
周
の
始
祖
と
為
る
。
有
絨
玄
烏
を
以
て

商
を
生
み
、
契
玄
王
と
為
る
。
即
し
毛
伝
・
『
史
記
」
の
説
の
如

く
、
鬱
稜
•
契
の
父
為
ら
ば
、
帝
響
聖
父
・
姜
姫
正
妃
配
合
し

て
子
を
生
む
は
人
の
常
道
な
れ
ば
、
則
ち
『
詩
」
何
故
に
但
其
の
母

を
歎
ず
る
の
み
に
し
て
其
の
父
を
美
め
ざ
る
。
而
も
〔
『
詩
経
』
「

悶
宮
」
に
〕
「
赫
赫
た
る
姜
姫
、
其
の
徳
回
な
ら
ず
、
上
帝
是
れ

に
依
る
」
と
云
う
。
是
れ
后
稜
を
生
む
に
、
周
・
魯
何
ぞ
殊
に
特

り
姜
姫
の
窟
の
み
を
立
つ
る
や
。

（
「
舜
を
須
ち
て
之
を
挙
ぐ
」
は
、
院
元
本
の
十
三
経
注
疏
で
は

「
須
舜
曇
之
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
史
記
」
「
五
帝
本
紀
」
の

「
舜
・
…
・
・
年
三
十
奥
挙
之
」
、
馬
国
翰
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
」
所

収
の
『
聖
證
論
J

張

融

評

に

よ

っ

て

を

に

改

め

て

「
生
民
」
孔
疏
所

読
ん
だ
。
ま
た
、
『
史
記
』
「
五
帝
本
紀
」
に
「
鹿
立
七
十
年
得

舜
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
、
「
須
」
を
「
用
い
る
」
で
は
な
く
、

「
待
つ
」
の
意
に
解
し
た
。
）

晋
の
孫
蔀
『
毛
詩
異
同
評
」
（
『
詩
経
」
「
生
民
」
孔
疏
所
引
）
は
、

次
の
よ
う
に
記
す
。

孫
諒
云
え
ら
く
、
天
道
の
徴
祥
古
今
之
有
り
。
皆
人
道
に
依
り

は

ら

い

ち

じ

る

し

て
霊
助
有
り
。
劉
鑑
の
高
祖
を
任
む
と
き
、
著
＜
雲
龍
の
佐
有
り
。

褒
製
の
生
ま
る
る
も
、
玄
謡
の
妖
に
由
る
。
巨
迩
の
感
何
ぞ
独
り

然
ら
ざ
る
。
而
し
て
自
ら
其
の
夫
帝
響
の
迩
を
閥
む
と
謂
わ
ば
、
何

ぞ
異
と
し
て
之
を
神
と
す
る
に
足
ら
ん
。
乃
ち
敢
え
て
陰
巷
•
寒
泳

に
棄
て
、
覆
蔑
の
応
有
ら
ん
や
。
而
れ
ど
も
、
王
伝
に
「
其
の
神
奇

害
う
可
か
ら
ざ
る
を
知
る
」
と
云
う
は
、
何
を
以
て
徴
と
為
す
や
。

且
つ
匹
夫
・
凡
民
も
遺
腹
の
生
子
古
今
之
有
り
。
暑
崩
ず
る
の
月

に
し
て
当
に
奸
を
為
す
を
疑
う
べ
き
は
、
夫
の
有
識
者
の
能
く
言
う

所

に

非

ず

。

鄭

説

長

ず

と

為

す

。

・

唐
の
孔
頴
達
『
毛
詩
正
義
」
「
生
民
」
疏
（
「
誕
禰
蕨
月
、
先
生
如
達

…
…
」
の
章
）
で
は
、

露
蛮
鄭
を
以
て
長
ず
と
為
す
。
長
ず
れ
ば
則
ち
信
あ
り
。
言
う
所

の
王
短
と
は
、
短
な
れ
ど
猶
未
だ
悉
く
さ
ず
。

（
こ
の
部
分
を
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
・
魏
晋
篇
」
（

勁
草
書
房
、
昭
和
三
九
年
、
―
ニ
―
頁
）
で
は
、
前
述
の
孫
菰
の

言
葉
と
し
て
い
る
が
、
『
満
魏
遺
書
紗
』
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』

で
は
『
毛
詩
異
動
評
』
に
含
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
毛
詩
異
動

(52) 
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評
」
の
結
び
の
言
葉
に
は
「
口
口
為
長
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
た

め
、
こ
こ
で
は
孔
頴
達
の
疏
と
判
断
し
た
。
）

と
言
い
、
鄭
玄
の
説
の
方
が
王
粛
の
説
よ
り
も
優
れ
て
い
る
が
、
王
粛
も

完
全
に
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
す
る
。
鄭
玄
と
毛
伝
と
の
違
い

に
つ
い
て
は
、
両
者
の
優
劣
に
は
触
れ
ず
、
各
々
が
依
拠
す
る
文
献
の
相

異
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
三
、
鄭
玄

の
緯
書
観
」
で
蝕
れ
る
こ
と
と
す
る
。

北
宋
の
欧
陽
修
『
詩
本
義
」
「
生
民
」
は
、
鄭
玄
の
説
を
完
全
に
否
定

す
る
。

妄
儒
守
る
所
を
知
ら
ず
し
て
択
ぶ
所
無
し
。
惟
伝
う
る
所
あ
れ
ば

則
ち
信
じ
て
従
う
。
而
し
て
曲
学
の
士
奇
を
好
み
、
怪
事
を
得
れ

ば
則
ち
喜
び
、
附
し
て
説
を
為
す
。
前
世
、
此
れ
を
以
て
六
経
の
患

を
為
す
者
一
に
非
ず
。
后
稜
の
生
、
説
く
者
其
の
怪
に
勝
え
ず
。

以
て
遍
く
は
攻
む
可
か
ら
ず
。
…
…
毛
の
能
＜
迩
を
履
む
の
怪
を

信
ぜ
ざ
る
は
、
善
し
。
…
…
鄭
又
自
ら
識
緯
に
惑
い
、
専
ら
『
命

歴
序
」
を
用
い
て
言
う
…
…
。

こ
こ
で
欧
陽
修
は
、
感
生
説
話
を
「
怪
事
」
と
し
て
退
け
て
い
る
。

南
宋
の
朱
子
は
、
『
詩
集
伝
」
「
生
民
」
に
お
い
て
、

巨
迩
の
説
、
先
儒
或
い
は
頗
る
之
を
疑
う
。
而
れ
ど
も
、
張
子
曰

く
、
「
天
地
の
始
め
、
固
よ
り
未
だ
嘗
て
先
に
人
有
ら
ず
。
則
ち
人

固
よ
り
化
有
り
て
生
ず
る
者
な
り
。
恭
し
天
地
の
気
之
を
生
ず
」

と
。
蘇
氏
も
亦
曰
く
「
凡
そ
物
の
常
物
に
異
な
る
は
、
其
れ
天
地
の

気
を
取
る
こ
と
常
に
多
き
〔
を
以
て
〕
が
故
に
、
其
の
生
や
、
或
い

は
異
な
り
。
麒
麟
の
生
犬
羊
に
異
な
り
、
絞
龍
の
生
魚
鼈
に
異

な
り
。
物
固
よ
り
然
る
者
有
り
。
神
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
以
て
人
に
異
な
る
有
る
は
、
何
ぞ
怪
し
む
に
足
ら
ん
や
」
と
。
斯

の
言
之
を
得
た
り
。

と
述
べ
て
、
鄭
玄
の
感
生
帝
説
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
、
と
い
う
立

場
を
と
る
。
次
に
挙
げ
る
『
朱
子
語
類
」
巻
八
十
一
「
生
民
」
に
も
、
同

趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

欧
公
の
祥
瑞
を
信
ぜ
ざ
る
に
自
る
が
故
に
、
後
人
織
に
祥
瑞
を

説
く
を
見
る
も
、
皆
之
を
闘
く
。
若
え
ば
後
世
の
所
謂
祥
瑞
の
如
き

は
、
固
よ
り
偽
妄
多
し
。
然
れ
ど
も
登
後
世
の
偽
妄
に
因
り
て
真
実

な
る
者
も
併
せ
て
皆
以
て
無
し
と
為
す
可
け
ん
や
。
「
鳳
鳥
至
ら

ず
、
河
図
を
出
だ
さ
ず
」
の
孔
子
の
言
、
亦
以
て
非
と
為
す
と
成

さ
ず
。

巨
跡
を
履
む
の
事
、
此
の
理
有
り
。
且
つ
契
の
生
ま
る
る
が
如
き
、

『
詩
」
中
に
も
亦
云
え
ら
く
「
天
玄
鳥
に
命
じ
、
降
し
て
商
を
生

ま
し
む
」
と
。
蓋
し
以
為
え
ら
く
、
稜
•
契
は
皆
天
之
を
生
ず

る
の
み
。
人
道
の
感
ず
る
有
る
に
非
ず
。
常
の
理
を
以
て
論
ず
可
き

に
非
ず
。
漢
の
高
祖
の
生
も
亦
此
れ
に
類
す
。
此
れ
等
は
言
を
以
て

尽
く
す
可
か
ら
ず
、
当
に
意
も
て
之
を
会
し
て
可
な
り
。

南
宋
の
李
樗
は
、
『
李
迂
仲
・
黄
実
夫
毛
詩
集
解
」
で
鄭
玄
の
説
を

退
け
て
い
る
。

世
の
怪
誕
を
好
む
者
皆
以
え
ら
く
、
稜
•
契
は
父
無
く
し
て
生
ま

る
、
と
。
契
は
卵
に
生
ま
れ
、
稜
は
巨
跡
に
生
ま
る
。
其
の
自
り
て
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始
ま
る
所
を
問
え
ば
、
則
ち
詩
の
載
す
る
所
と
曰
う
。
…
…
嗚
呼
、

孔
子
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
。
夫
子
の
怪
を
語
ら
ざ
る
所
以
は
、
其

の
世
を
惑
わ
す
を
以
て
な
り
。
翌
六
経
を
以
て
後
世
に
垂
訓
し
て
、

乃
ち
神
怪
の
事
を
載
せ
ん
や
。

明
の
李
卓
吾
は
、
『
史
綱
評
要
j

「
周
紀
、
文
王
」
の
条
「
其
先
祖
后

稜
」
の
頭
注
に

父
は
上
帝
、
母
は
姜
姫
。

と
記
し
、
契
や
漢
の
高
祖
の
誕
生
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
感
生
帝
説
を
採

っ
て
い
る
。

清
の
方
麒
承
は
『
五
礼
通
考
」
巻
一
百
二
の
案
語
で
、
次
の
よ
う
に
言

う。

姜
姻
の
事
、
馬
融
以
て
遺
腹
の
生
子
と
為
す
は
、
最
も
無
稽
に
し

て
辮
ず
る
に
足
ら
ず
。
毛
・
鄭
の
二
説
は
倶
に
通
ず
可
き
に
似
た
り
。

而
れ
ど
も
毛
説
長
ず
と
為
す
。
…
…
彼
の
康
成
又
『
史
記
」

を
過
信
し
て
之
を
術
す
る
の
み
。
…
…
〔
『
詩
経
」
経
文
中
に
〕
常

に
怪
を
語
ら
ざ
る
は
、
固
よ
り
孔
子
の
家
法
な
り
。

王
粛
所
引
の
馬
融
説
は
取
る
に
足
ら
な
い
と
し
、
「
怪
を
語
ら
ず
」
と
い

う
点
で
、
毛
伝
の
方
が
鄭
玄
の
説
よ
り
優
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
『
五
礼
通
考
』
巻
一
百
二
で
あ
り
な
が
ら
、
清
の

秦
憩
田
の
案
語
は
鄭
玄
の
説
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
す
る
。

「
姜
姻
」
〔
に
つ
い
て
〕
。
毛
伝
は
高
辛
氏
の
帝
に
配
す
と
謂
い
、

鄭
箋
は
高
辛
氏
の
世
妃
と
謂
う
。
二
説
同
じ
か
ら
ず
。
鄭
箋
長

ず
と
為
す
。
茎
し
響
と
稜
と
の
父
子
為
る
こ
と
、
『
〔
史
〕
記
』
『

〔
毛
〕
伝
』
に
徴
信
す
可
き
無
し
。
而
れ
ど
も
「
祭
法
」
『
国
語
」

の
驀
を
諦
す
る
の
文
を
以
て
之
を
推
せ
ば
、
則
ち
帝
響
の
後
と
為
す

者
を
以
て
従
う
可
し
。

「
履
帝
武
敏
款
」
〔
に
つ
い
て
〕
。
毛
伝
は
帝
暑
の
迩
を
履
む
と
謂

い
、
鄭
は
大
人
の
迩
を
見
て
其
の
拇
を
履
む
と
謂
う
。
二
説
亦
同

じ
か
ら
ず
。
朱
子
独
り
鄭
氏
を
是
と
し
て
謂
え
ら
く
「
鄭
『
史

記
』
に
拠
る
。
臆
説
に
非
ず
」
と
。

清
の
李
麟
平
『
毛
詩
紬
義
j

「
生
民
」

は、

（
『
皇
清
経
解
」
巻
一
三
四
九
）

毛
意
も
亦
・
・
・
・
・
・
箋
に
同
じ
。
天
に
感
ず
る
の
説
已
に
箋
に
同
じ
く

ん
ば
、
夫
に
御
さ
る
る
や
否
や
は
深
く
求
む
る
勿
る
可
し
。
無
論
、

た
と

房
闊
の
事
は
後
世
の
得
て
知
る
所
に
非
ず
。
仮
い
復
た
夫
に
御
さ
る

る
も
、
天
に
感
ぜ
し
む
る
こ
と
、
何
の
碩
あ
ら
ん
。

と
言
い
、
毛
伝
と
鄭
箋
と
の
解
く
意
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
案
を
提
出
し

て
い
る
。

清
の
朱
彬
『
経
伝
孜
證
」
「
履
帝
武
敏
」
（
『
皇
清
経
解
」
巻
一
三
六

五
）
に
つ
い
て
、

此
れ
当
に
毛
の
読
み
の
如
く
な
る
べ
し
。

と
し
て
、
毛
伝
の
説
を
採
っ
て
い
る
。

清
の
狂
家
譜
『
経
義
叢
紗
」
「
稜
契
非
帝
響
子
説
」
（
『
皇
清
経
解
』

巻
一
三
八
二
）
で
は
、
姜
姫
の
こ
と
を
、

未
だ
嫁
せ
ず
し
て
子
を
生
む
。

と
し
て
、
后
稜
は
父
の
い
な
い
感
生
帝
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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清
の
何
婢
『
義
門
読
書
記
』
巻
八
「
生
民
」
は
、

首
章
「
履
帝
武
」
。
当
に
鄭
箋
に
従
う
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
則
ち
下

の
二
章
反
っ
て
人
情
に
遠
し
。

と
し
、
后
稜
が
姜
姫
に
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
次
章
か
ら
推
し
て
、
鄭
玄
の

感
生
帝
説
に
賛
成
し
て
い
る
。

清
の
陳
澄
『
東
塾
読
書
記
」
巻
十
五
に
、

生
民
の
詩
〔
に
お
い
て
〕
…
…
鄭
君
の
緯
説
を
取
る
こ
と
の
精
確
な

る
こ
と
此
の
如
し
。

と
言
う
の
は
、
感
生
帝
説
に
直
接
は
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
帝
墾
と
后

稜
と
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
緯
書
に
基
づ
く
鄭
玄
の
説
を
「
精
確
」

と
評
し
て
い
る
。

以
上
に
示
し
た
も
の
は
、
全
て
の
資
料
を
網
羅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
解
釈
史
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
を

批
判
す
べ
く
登
場
し
た
王
粛
の
説
は
、
魏
晋
の
頃
に
、
た
ち
ま
ち
否
定
さ

れ
て
し
ま
い
、
以
後
は
毛
伝
と
鄭
玄
と
の
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
に
終
始
す

る。
王
粛
に
対
す
る
批
判
を
見
て
み
る
と
、
魏
晋
に
は
、
鄭
玄
の
説
が
非
常

に
一
般
的
・
常
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
、
唐
以

降
に
な
る
と
、
鄭
注
が
経
書
な
み
の
地
位
を
得
た
と
い
う
学
問
上
の
地
位

の
確
立
や
、
学
派
間
の
論
争
な
ど
の
事
情
が
か
ら
ん
で
く
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
諸
家
の
意
見
を
、
単
に
感
生
帝
説
論
争
の
一
端
と
し
て
の
み

扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
『
鄭
志
疏
証
」
の

皮
錫
瑞
注
に
「
後
人
の
必
ず
毛
を
申
し
て
鄭
を
駁
す
る
は
、
皆
是
非

を
孵
ぜ
ず
し
て
、
徒
に
門
戸
を
争
う
者
な
り
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
方
観
承
と
秦
憩
田
（
号
は
味
経
）
と
は
、
『
清
儒
学
案
」
に
よ

れ
ば
、
ど
ち
ら
も
味
経
学
案
に
属
し
て
お
り
、
同
じ
学
派
で
あ
っ
て
も
、

前
述
の
よ
う
な
意
見
の
達
い
が
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

結
局
、
争
点
は
毛
伝
と
鄭
玄
と
の
説
の
食
い
違
い
に
あ
り
、
根
本
的
な

問
題
は
、
鄭
玄
が
な
ぜ
毛
伝
に
従
わ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽

き
る
。

三
、
鄭
玄
の
緯
書
観

鄭
玄
が
毛
伝
に
従
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
鄭
玄
は
感
生
帝
説
を
事

実
と
し
て
信
じ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
例
え
ば
、
狩
野

直
喜
『
両
漢
学
術
考
」
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
九
年
）
、
池
田
秀
三
「
緯

書
鄭
氏
学
研
究
序
説
」
（
前
掲
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
説
も
直
ち
に
は
首
肯
し
難
い
の
で
、
以
下
に
疑
問
点
を
い
く
つ

か
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

先
ず
、
毛
伝
・
王
粛
ら
が
感
生
帝
説
を
否
定
し
得
る
だ
け
の
知
性
ー
—
ー

因
果
律
を
素
朴
に
認
め
信
奉
す
る
と
い
う
意
味
で
の
知
性
|
|
を
備
え
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鄭
玄
だ
け
が
そ
れ
を
固
く
信
じ
て
い
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
後
漢
の
時
代
、
王
充
が
数

々
の
事
例
を
迷
信
と
し
て
否
定
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
し
、
桓
諜
や
鄭

興
も
識
緯
を
信
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
『
後
漢
書
」
の
各
々
の
列
伝
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に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
鄭
玄
は
天
文
学
や
数
学
に
通
じ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
論
理
的
思
考
に
も
長
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一

般
の
民
衆
な
ら
ば
と
も
か
く
、
同
時
代
・
同
レ
ベ
ル
の
知
識
人
の
考
え
方

に
、
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

次
に
、
狩
野
氏
が
根
拠
と
す
る
の
は
、
許
慎
『
五
経
異
義
」
（
『
詩
経
』

「
生
民
」
孔
疏
所
引
）
の

『
詩
』
斉
．
魯
•
韓
、
『
春
秋
公
羊
」
説
、
聖
人
皆
父
無
く
、

天
に
感
じ
て
生
ま
る
。
『
左
氏
」
説
、
聖
人
皆
父
有
り
…
…
天

に
感
ぜ
ず
し
て
生
ま
る
。

に
対
す
る
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
（
孔
疏
所
引
）
の

諸
々
の
「
感
生
は
父
無
き
を
得
、
父
有
れ
ば
則
ち
感
生
せ
ず
」
と
言

う
は
、
此
れ
皆
偏
見
の
説
な
り
。
商
頌
日
く
、
「
天
玄
鳥
に
命
じ
、

降
し
て
商
を
生
ま
し
む
」
と
。
絨
簡
屹
子
を
呑
み
契
を
生
む
を
謂

う
。
是
れ
聖
人
の
感
ず
る
こ
と
の
経
に
見
ゆ
る
の
明
文
な
り
。
劉
鑑

は
是
れ
漠
の
太
上
皇
の
妻
、
赤
龍
に
感
じ
て
高
祖
を
生
む
。
是
れ
父

有
り
て
神
に
感
じ
て
生
ま
る
る
者
に
非
ず
や
。

と
い
う
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
許
慎
が
考
え
て
い
な
か
っ
た
〈

父
が
い
て
感
生
す
る
〉
と
い
う
、
言
わ
ば
新
し
い
解
釈
に
基
づ
く
説
明
で

あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
〈
感
生
帝
に
は
父
が
い
な
い
〉
と
す
る
純
粋
な
感
生

帝
説
と
は
異
な
る
。
こ
の
こ
と
を
皮
錫
瑞
『
経
学
通
論
』
「
論
詩
斉
魯
韓

説
聖
人
皆
無
父
感
天
而
生
太
史
公
猪
先
生
鄭
君
以
為
有
父
又
感
天
乃
調
停

之
説
」
は
、

鄭
君
〔
は
今
文
・
古
文
の
〕
二
義
を
兼
取
し
、
調
停
の
説
を
為
す
。

と
評
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
新
解
釈
は
、
王
粛
所
引
の
馬
融
の
説
（

前
引
）
と
も
似
て
お
り
、
論
法
と
し
て
は
、
『
詩
経
』
の
経
文
や
現
王
朝

の
高
祖
を
例
に
挙
げ
て
お
け
ば
、
論
敵
の
反
駁
を
許
さ
な
い
も
の
と
な
る
。

こ
れ
は
、
見
様
に
よ
っ
て
は
、
感
生
帝
説
を
利
用
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
、
王
葬
以
来
、
知
識
人
に
と
っ
て
識
緯
は
利
用
す
る
も

の
で
は
あ
っ
て
も
、
信
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
池
田
氏
は
、
孔
頴
達
の
疏
を
尊
重
し
て
い
る
。
し
か
し
、
孔
疏

に
は
多
分
に
ご
都
合
主
義
的
な
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
姜
姫
が
帝
轡
の

妃
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
毛
伝
は
「
后
稜
の
母
高
辛
氏
の
帝
に

配
す
」
、
つ
ま
り
〈
帝
響
の
妃
で
あ
っ
た
〉
と
言
い
、
鄭
玄
は
「
高
辛
氏

の
世
妃
為
り
」
、
つ
ま
り
〈
帝
鬱
の
後
世
の
子
孫
の
妃
で
あ
っ
た
〉
と
言

う
。
こ
の
事
を
、
孔
疏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

『
大
戴
礼
』
「
帝
繋
篇
」
〔
に
〕
「
帝
響
其
の
四
妃
の
子
を
卜
す
。

皆
天
下
を
有
つ
。
上
妃
は
有
部
氏
の
女
、
姜
姻
と
日
い
、
后
稜
を

生
む
。
次
妃
は
有
絨
氏
の
女
、
簡
秋
と
日
い
、
契
を
生
む
。
次
妃
は

陳
鋒
氏
の
女
、
慶
都
と
曰
い
、
帝
異
を
生
む
。
下
妃
は
諏
砦
の
女
、

常
儀
と
日
い
、
摯
を
生
む
」
〔
と
あ
る
〕
。
異
と
契
と
を
以
て
倶
に

響
の
子
と
為
す
。
『
家
語
」
『
世
本
」
其
の
文
も
亦
然
り
。
故
に
毛

っ

く

つ

く

此
の
伝
及
び
玄
鳥
の
伝
を
為
り
、
司
馬
遷
五
帝
本
記
を
為
る
と
き
、

皆
依
り
用
う
。
其
の
後
、
劉
款
•
班
固
・
買
逹
・
馬
融
•
服
虔
．

王
粛
•
皇
甫
謡
等
、
皆
以
て
然
り
と
為
す
。
…
…
其
れ
緯
候
の
書
及
び

『
春
秋
命
歴
序
』
の
五
帝
伝
世
の
事
を
言
う
や
、
毛
説
を
為
す
者

皆
信
ぜ
ざ
る
所
な
り
。
…
…
鄭
識
緯
を
信
ず
。
『
命
歴
序
』
に

(56) 
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「
少
臭
八
世
を
伝
え
〔
て
顧
項
に
至
り
〕
、
顕
碩
九
世
を
伝
え

〔
て
帝
蕃
に
至
り
〕
、
帝
曇
十
世
を
伝
え
〔
て
異
に
至
る
〕
」
と

云
う
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
発
は
〔
十
世
代
も
前
の
〕
謁
の
子
に
非

ず
。
稜
の
年
又
、
巽
よ
り
少
け
れ
ば
、
則
ち
〔
后
稜
の
母
で
あ
る
〕

姜
姻
帝
羞
の
妃
為
る
を
得
ず
。
故
に
「
発
の
時
に
当
た
り
、
高
辛

氏
の
世
妃
為
り
」
と
云
い
、
〔
姜
姻
は
〕
其
〔
す
な
わ
ち
帝
響
〕
の

後
世
子
孫
の
妃
為
る
を
謂
う
。
人
世
の
短
長
定
ま
り
無
し
。
是
の

時
に
於
い
て
、
書
又
、
散
亡
し
、
未
だ
其
の
幾
世
為
る
か
を
知
ら

た
だ

ず
。
故
に
直
世
を
以
て
之
を
言
う
の
み
。
其
れ
『
大
戴
礼
」
『
史

記
」
の
諸
書
、
皆
鄭
の
信
ぜ
ざ
る
所
な
り
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
姜
姻
の
配
偶
者
に
つ
い
て
で
あ
る
か

ら
、
〈
毛
伝
は
『
史
記
」
を
信
じ
、
鄭
玄
は
『
史
記
」
を
信
じ
て
い
な
か

っ
た
〉
と
す
る
孔
疏
は
正
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
と
感
生
帝
に
関
し
て
は

話
が
逆
に
な
る
。
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
『
史
記
」
は
后
稜
を
感
生
帝

と
見
な
し
て
お
り
、
姜
姫
の
配
偶
者
の
問
題
を
除
け
ば
、
大
筋
は
鄭
玄
の

説
と
一
致
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
疏
は
、
『
史
記
」
と
鄭
玄

と
が
同
じ
く
感
生
帝
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
、
な
ぜ
か
全
く
触
れ
ず
、

〈
鄭
玄
の
感
生
帝
説
は
識
緯
に
基
づ
い
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
を
力
説
す

る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
後
世
の
朱
子
あ
た
り
に
な
る
と
、
鄭
玄
の
感
生

帝
説
が
『
史
記
」
と
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
引
し

た
『
五
礼
通
考
j

の
秦
惹
田
の
案
語
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
孔
疏
に
よ
っ
て
、
「
彼
（
鄭
玄
）
が
緯
書
と
『
史
記
」
の

ど
ち
ら
を
重
ん
じ
た
か
（
す
な
わ
ち
緯
書
を
重
ん
じ
た
こ
と
）
を
知
る
べ

き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
池
田
氏
の
意
見
は
、
納
得
し
難
い
。

こ
の
姜
姫
の
配
偶
者
問
題
に
つ
い
て
、
『
鄭
志
」
（
『
詩
経
」

孔
疏
所
引
）
に
、
趙
商
と
鄭
玄
と
の
問
答
が
残
っ
て
い
る
。

趙
商
問
う
、
「
此
の
箋
に
「
姜
姫
は
高
辛
氏
の
世
妃
為
り
」
」
と

云
う
は
、
意
う
に
、
以
て
帝
羞
〔
自
身
〕
の
妃
に
非
ず
と
為
す
。
『

史
記
』
に
、
羞
は
姜
姻
を
以
て
妃
と
為
す
。
是
れ
后
稜
を
生
み
し
こ

と
明
文
絞
然
た
り
。
又
、
毛
も
亦
高
辛
氏
帝
〔
す
な
わ
ち
帝
響
〕

と
云
う
。
荀
も
先
籍
を
信
ぜ
ば
、
未
だ
其
の
徊
隠
を
覚
ら
ず
。
是
を

以
て
敢
え
て
問
う
、
毛
〔
伝
の
説
〕
を
昆
う
る
の
義
を
。
」
〔
鄭
玄

が
〕
答
え
て
日
く
、
「
即
し
姜
姻
誠
に
帝
揖
の
妃
な
ら
ば
、
大
人

の
迩
を
閥
み
て
款
欽
然
た
る
は
、
是
れ
真
意
に
非
ず
。
乃
ち
神
気
有

る
が
故
に
、
意
款
款
然
た
り
。
天
下
の
事
、
前
を
以
て
後
を
験
す

5
 

も
、
其
の
合
わ
ざ
る
者
は
、
何
ぞ
悉
く
信
ず
可
け
ん
や
。
是
の
故
に
、
衿（

 

悉
く
信
ず
る
も
亦
非
な
り
、
信
ぜ
ざ
る
も
亦
非
な
り
。
稜
巽
よ
り

稚
し
。
発
見
（
現
）
に
天
子
為
り
。
高
辛
〔
す
な
わ
ち
帝
馨
〕
と
発

と
並
び
に
天
子
の
位
に
在
ら
ん
や
〔
だ
か
ら
、
帝
暑
の
子
孫
で
、
奥
が

天
子
で
あ
っ
た
時
代
の
当
主
の
妃
が
姜
姫
で
あ
る
と
し
た
の
だ
〕
。
」

（
「
其
の
徊
隠
」
と
は
、
差
し
当
た
り
、
「
鄭
玄
先
生
の
立
て
た
、

こ
れ
ま
で
全
く
現
れ
て
い
な
か
っ
た
説
」
と
解
し
て
お
く
。
も
っ

と
も
、
『
鄭
志
疏
証
」
（
楊
家
賂
縮
、
読
書
筍
記
叢
刊
第
二
集
、

世
界
書
局
印
行
、
中
華
民
国
七
一
年
）
で
は
「
偏
隠
」
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
場
合
は
、
「
偏
っ
て
い
て
、
世
間
に
現
れ
て
い
な
い

説
」
と
解
し
て
お
く
。
）

「
生
民
」
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「
生
民
」
の
鄭
箋
も
考
底
し
て
、
要
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
「
后
稜
が
生
ま
れ
た
時
、
天
子
は
鹿
で
あ
っ
た
。
も
し
仮
に
、
毛
伝

や
『
史
記
」
の
言
う
通
り
、
后
稜
を
産
ん
だ
姜
姻
が
帝
響
の
自
身
の
妃
で

あ
り
、
し
か
も
奥
と
后
稜
と
が
共
に
帝
響
の
子
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

后
稜
が
産
ま
れ
た
時
、
帝
鬱
と
奥
と
が
同
時
に
天
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
で
は
な
い
か
。
」
鄭
玄
は
、
緯
書
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
な
く
、
き

ち
ん
と
説
明
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
鄭
玄
の
説
の
根
拠
が
緯
書
に
あ
る

と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
文
献
に
対
す
る
「
悉
く
信
ず
る
も
亦
非
な
り
、
信
ぜ
ざ
る
も

亦
非
な
り
」
と
い
う
鄭
玄
の
態
度
は
、
恐
ら
く
、
緯
書
に
対
し
て
も
同
じ

で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
孔
頴
達
の
疏
か
ら
導
か
れ
る
鄭
玄
評
価

は
、
唐
代
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も

っ
て
、
広
く
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

以
上
、
述
べ
た
よ
う
な
疑
問
が
残
る
た
め
に
、
鄭
玄
が
感
生
帝
説
を
信

じ
て
い
た
と
い
う
説
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
後

漢
に
は
緯
書
が
流
行
し
、
鄭
玄
が
積
極
的
に
緯
説
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
二
十
世
紀
に
生
き
る
我
々
が
、
二
世
紀

の
人
物
で
あ
る
鄭
玄
の
心
情
に
な
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
鄭
玄
が
感
生
帝
説
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
断
言
で
き
な
い
の
と
同

様
、
信
じ
て
い
た
と
も
断
言
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
、
鄭
玄
の
感
生
帝
説

こ
れ
ま
で
感
生
帝
説
は
、
民
俗
学
的
視
点
、
神
話
研
究
、
あ
る
い
は
緯

と
の
関
連
か
ら
説
か
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
が

緯
書
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
感
生
帝
説
が
緯

書
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
、

鄭
玄
の
感
生
帝
説
は
、
経
書
解
釈
と
い
う
見
地
か
ら
も
研
究
さ
れ
る
べ
き

課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
鄭
玄
が
緯
説
を
引
用
す
る
の
は
、
緯
書
と

経
書
と
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
鄭
玄
の
最
終
的
な
目
的
は

儒
学
の
大
成
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
感
生
帝
説
を
経
書
解
釈
か
ら
と
ら
え
た
論
文
は
数
少
な
い

が
、
そ
の
―
つ
が
、
辺
土
名
朝
邦
「
鄭
玄
の
詩
経
解
釈
学
」
（
前
掲
）
で

あ
る
。
辺
土
名
氏
は
、
鄭
玄
が
感
生
帝
説
を
受
け
入
れ
た
理
由
と
し
て
、
次

の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
番
号
は
、
辺
土
名
氏
が
付
し
た
も
の
と
同
一
）
。

①
「
生
民
」
の
詩
を
前
後
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
た
め
。

②
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
そ
の
事
実
を
尊
重
し
、
個
別
具
体
的
な
説
話

を
排
除
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
。

③
漢
王
朝
の
支
配
権
の
神
聖
性
に
対
す
る
細
か
な
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら

（
漢
王
朝
と
識
緯
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
り
、
識
緯
の
支
持
は
、
政
治

的
に
は
、
漢
王
朝
の
神
聖
性
を
称
揚
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
）
。

④
識
緯
が
国
家
的
に
内
学
と
規
定
さ
れ
、
外
学
（
経
学
）
を
補
完
す
る

も
の
と
し
て
、
当
時
の
学
問
体
系
に
く
り
こ
ま
れ
て
お
り
、
必
須
の
知

識
で
あ
っ
た
た
め
。

以
下
、
こ
れ
ら
を
手
掛
か
り
と
し
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

(58) 
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④
に
つ
い
て

後
漢
時
代
の
学
問
的
風
潮
と
し
て
、
識
緯
の
知
識
が
必
須
で
あ
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
識
緯
説
は
、
何
休
の
『
春
秋
公
羊
伝
』
注
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
文
学
派
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
今
文
・
古
文
を

折
衷
し
た
と
さ
れ
る
鄭
玄
に
と
っ
て
も
、
当
然
の
知
識
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
識
緯
が
国
家
的
に
内
学
と
し
て
規
定
さ
れ
」

て
い
た
と
い
う
点
は
、
非
常
に
疑
わ
し
い
。

鄭
玄
が
生
き
て
い
た
当
時
は
、
黄
巾
の
乱
も
激
し
く
、
各
地
で
反
乱
が

起
き
て
い
て
、
後
漢
末
で
あ
る
と
同
時
に
、
三
国
時
代
の
初
期
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
、
果
た
し
て
漢
が
有
機
的
に
機
能
し
て
い
る
統
一
政
権

の
状
態
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
問
題
で
あ
る
。
仮
に
理
念
上
は
「
国
家
」
と

呼
べ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
市
井
の
一
学
者
で
あ
っ
た
鄭
玄
に
と
っ
て
、
〈

国
家
的
規
定
〉
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
力
を
持
ち
得
た
か
に
も
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
「
識
緯
が
国
家
的
に
内
学
と
し
て
規
定
」
さ
れ
て
い
た
、
と
い

う
事
実
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
例
え
ば
、
小
島
祐
馬
『
中
国
思
想
史
』

（
創
文
社
、
昭
和
四
三
年
、
二
三
六
頁
）
に
は
、
「
後
漢
時
代
に
な
る
と
、

緯
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
経
と
同
一
の
価
値
を
認
め
ら
れ
、
ま
た
あ
る

場
合
に
は
、
緯
を
も
っ
て
経
よ
り
も
さ
ら
に
深
遠
な
る
も
の
と
な
し
、
緯

を
「
内
学
」
と
い
い
、
経
を
「
外
学
」
と
さ
え
い
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と

あ
る
も
の
の
、
〈
国
家
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
〉
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な

い
。
外
に
、
安
居
氏
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
（
前
掲
、
四
九

S
五

0
頁
）
も
、
「
内
学
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
同
書
中
に
も
、
や
は

り
〈
国
家
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
〉
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
「

内
学
」
「
外
学
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
、
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
。

「
内
学
」
の
語
は
『
後
漢
書
」
「
方
術
列
伝
」
に

光
武
に
及
ん
で
尤
も
識
言
を
信
ず
。
…
…
是
れ
自
り
習
い
て
内
学
と

為
し
、
奇
文
を
尚
び
、
異
数
を
寅
び
、
時
に
乏
し
か
ら
ず
。

と
見
え
る
。
こ
れ
は
、
唐
の
李
賢
の
注
に
よ
れ
ば
、

「
内
学
」
と
は
図
識
の
書
を
謂
う
。
其
の
事
秘
密
な
る
が
故
に
「
内
」

と
称
す
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
内
学
」
は
「
外
学
」
に
対
す
る
言
葉
で

は
な
く
、
「
内
密
の
学
」
と
解
し
て
い
る
。
緯
書
の
書
名
に
、
『
孝
経
内

事
」
『
春
秋
内
事
」
な
ど
「
内
」
字
を
用
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

北
魏
の
習
道
元
『
水
経
注
』
巻
四
十
に
は
、

王
隠
が
『
晋
書
」
に
曰
く
「
漢
末
の
博
士
敦
煙
の
侯
理
は
内
学
を

善
く
す
…
…
」

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
内
学
」
が
何
を
指
す
の
か
は
、
は
っ
き
り
し

な
い
。唐

の
房
玄
齢
『
晋
書
』
「
葛
洪
列
伝
」
に
は
、

〔
葛
洪
の
〕
従
祖
の
玄
、
呉
の
時
に
道
を
学
び
、
仙
を
得
、
号
し
て

葛
仙
公
と
日
う
。
其
の
錬
丹
の
秘
術
を
以
て
弟
子
の
鄭
隠
に
授
く
。

洪
隠
に
就
き
て
学
び
、
悉
く
其
の
法
を
得
。
後
、
南
海
の
太
守
、

上
党
の
飽
玄
に
師
事
す
。
玄
も
亦
内
学
す
。

と
あ
り
、
こ
の
「
内
学
」
は
、
神
仙
術
・
道
教
に
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ

る。
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内
外
を
兼
ね
、
後

ま
た
、
『
晋
書
j

「
索
靖
列
伝
」
に
は
、

〔
敦
煙
五
龍
と
称
さ
れ
た
氾
衷
•
張
雌
・
索
診
・
索
永
・
索
靖
の
う

ち
〕
四
人
並
び
に
早
く
亡
く
な
り
、
唯
、
靖
の
み
経
史
に
該
博
に

し
て
内
緯
に
兼
通
す
。

と
あ
り
、
「
経
史
」
と
「
内
緯
」
と
が
対
で
使
わ
れ
て
い
る
気
配
は
あ
る
。

し
か
も
、
敦
燻
と
い
う
土
地
は
、
前
引
の
『
水
経
注
』
に
も
見
え
て
い
た
。

「
内
学
」
と
「
外
学
」
と
を
併
称
す
る
用
例
と
し
て
は
、
宋
の
司
馬
光

『
資
治
通
鑑
j

「
後
漢
紀
、
順
帝
、
永
和
二
年
」
の
条
に
、

冬
十
月
甲
申
。
上
長
安
に
行
幸
す
。
扶
風
の
田
弱
〔
が
、
〕
同
郡
の

法
真
〔
は
〕
内
外
学
に
博
通
す
る
〔
人
間
で
あ
る
こ
と
〕
を
薦
む
。

と
あ
り
、
元
の
胡
三
省
の
『
通
鑑
j

注
に
よ
れ
ば
、

東
漢
の
諸
儒
七
緯
を
以
て
内
学
と
為
し
、
六
経
を
外
学
と
為
す
。

と
し
て
い
る
。
『
通
鑑
」
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
『
後
漢
書
」
「
法

真
列
伝
」
に
は

法
真
：
：
•
•
学
を
好
め
ど
も
常
家
無
く
、
内
外
図
典
に
博
通
す
。

と
あ
り
、
清
の
恵
棟
の
注
（
『
後
漢
書
集
解
』
所
引
）
に

『
三
輔
決
録
j

注
に
云
う
、
「
少
く
し
て
五
経
に
明
る
＜
、
識
緯
に

兼
通
す
。
学
ぶ
に
常
の
師
無
し
」
と
。

と
記
す
。
『
三
輔
決
録
』
は
後
漢
の
趙
岐
撰
、
晋
の
摯
虞
注
で
、
南
朝
宋

の
苑
暉
撰
の
『
後
漢
書
」
よ
り
古
い
。
ま
た
、
晋
の
陳
壽
撰
『
三
国
志
j

「
管
寧
列
伝
」
に
は

〔
張
〕
芽
少
く
し
て
太
学
に
滸
び
、
学

里
に
帰
る
。

郷

と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
内
外
」
の
意
味
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
張

紺
と
い
う
人
物
は
、
隠
遁
生
活
を
し
、
祥
瑞
な
ど
に
詳
し
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
葛
洪
列
伝
に
も
記
さ
れ
て
い
た
上
党
と
い
う

土
地
に
も
一
時
い
た
ら
し
く
、
道
教
と
の
関
係
も
感
じ
さ
せ
る
。

明
末
清
初
の
顧
炎
武
は
、
『
日
知
録
」
巻
十
八
「
内
典
」
で

東
漢
の
儒
者
は
則
ち
七
緯
を
以
て
内
学
と
為
し
、
六
経
を
外
学
と
為

す。

と
記
し
、
朱
葬
尊
『
経
義
考
』
「
説
緯
」
に
は

東
漢
の
世
、
七
緯
に
通
ず
る
者
を
以
て
内
学
と
為
し
、
五
経
に
通
ず

る
者
を
外
学
と
為
す
。
…
…
蓋
し
当
時
の
論
、
咸
内
学
を
以
て
重

し
と
為
す
。

と
あ
る
。

清
に
入
る
と
、
何
婢
『
義
門
読
書
記
』
巻
十
五
に
は

張
衡
謂
う
、
「
識
は
哀
•
平
に
起
こ
る
」
と
。
則
ち
夏
賀
良
は
其

れ
漢
人
内
学
の
祖
か
。

と
言
っ
。
ま
た
、
孫
星
術
『
問
字
堂
集
』
「
与
段
大
令
書
」
に
は
、
「
外

学
」
の
語
は
な
い
も
の
の
、

鄭
康
成
の
馬
季
長
に
勝
る
所
以
の
如
き
は
、
其
の
内
学
に
兼
通
す
る

を
以
て
な
り
。

と
あ
り
、
皮
錫
瑞
『
経
学
歴
史
」
「
経
学
極
盛
時
代
」
に
、

故
に
光
武
赤
伏
符
を
以
て
命
を
受
け
、
深
く
識
緯
を
信
ず
。
五
経

の
義
、
皆
識
を
以
て
決
す
。
…
…
是
に
於
い
て
五
経
を
外
学
と
為

し
、
七
緯
を
内
学
と
為
し
、
遂
に
一
代
風
気
を
成
す
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
「
内
学
」
「
外
学
」
の
語
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
用
語
と
し
て
は
、
清
朝
に
は
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

使
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
時
代
順
に
整
理
す
る
と
、
晋
の
摯
虞
「
五
経
・

識
緯
」
（
『
後
漢
書
」
恵
棟
注
所
引
）
、
晋
の
王
隠
「
内
学
」
（
『
水
経

注
」
所
引
）
、
晋
の
陳
蕪
「
内
外
」
、
南
朝
宋
の
苑
嘩
「
内
学
」
「
内
外

図
典
」
、
唐
の
李
蛮
「
内
密
」
、
唐
の
房
玄
齢
「
内
学
」
、
宋
の
司
馬
光

「
内
外
学
」
、
元
の
胡
三
省
以
後
「
内
学
は
緯
学
、
外
学
は
経
学
」
と
な

る
。
恐
ら
く
、
〈
後
漢
時
代
、
緯
学
を
「
内
学
」
と
言
い
、
経
学
を
「
外

学
」
と
言
っ
た
〉
と
す
る
従
来
の
見
解
は
、
清
朝
の
箭
記
類
に
基
づ
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
、
緯
学
・
経
学
の
併
称
と
し
て

「
内
学
」
「
外
学
」
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、

後
漢
に
お
け
る
用
例
や
、
「
内
学
」
と
い
う
言
葉
の
正
確
な
意
味
に
つ
い

て
は
、
依
然
と
し
て
未
詳
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
代
に
「
識
緯
が
国
家
的
に

内
学
と
規
定
さ
れ
て
い
た
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
確
実
な
文
献
資
料

は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

③
に
つ
い
て

鄭
玄
の
学
問
上
、
漢
王
朝
の
神
聖
性
を
称
揚
す
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
、

漢
は
実
質
的
に
は
国
家
と
呼
べ
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
く
、
王
朝
の
神
聖

性
を
称
揚
す
る
こ
と
に
も
、
前
漢
や
後
漢
初
期
ほ
ど
の
意
義
や
効
果
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
鄭
玄
は
党
錮
の
禁
に
遭
っ
て
以
来
、
隠

遁
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
漢
王
朝
と
関
係
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と

が
、
『
後
漠
書
」
「
鄭
玄
列
伝
」
の
記
述

党
事
起
こ
る
に
及
ん
で
、
乃
ち
同
郡
の
孫
嵩
等
四
十
余
人
と
倶
に
禁

錮
せ
ら
れ
、
遂
に
隠
れ
て
経
業
を
修
め
、
門
を
杜
ざ
し
て
出
で
ず
。

な
ど
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
う
え
、
漢
王
朝
と
敵
対
し
て
い
た
黄
巾
の
賊

ま
で
も
が
、
優
れ
た
人
物
と
し
て
鄭
玄
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
が
、
同
じ

く
列
伝
の

建
安
元
年
、
徐
州
自
り
高
密
に
還
る
。
道
に
黄
巾
の
賊
数
万
人
に
遇

う
も
、
玄
を
見
て
皆
拝
し
、
相
約
す
に
、
敢
え
て
県
境
に
入
ら
ず
、

と。

と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
鄭
玄
が
漠

王
朝
の
神
聖
性
を
称
揚
し
て
い
た
と
は
、
一
概
に
言
え
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
後
漢
末
期
に
は
、
識
緯
の
利
用
が
必
ず
し
も
漠
の
た
め
に
は
な

さ
れ
ず
、
魏
の
た
め
に
識
緯
を
利
用
し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
『
三
国
志
」

「
魏
書
、
武
帝
紀
」
裟
松
之
注
所
引
『
漢
紀
」
に
は
、
侍
中
太
史
令
の
王

立
の
霊
棠
と
し
て

前
に
太
白
天
関
を
守
り
、
焚
惑
と
会
す
。
金
・
火
交
会
す
る
は
、

革
命
の
象
な
り
。
漢
の
詐
終
わ
り
、
晋
•
魏
は
必
ず
興
有
る
者
な

り
。
…
…
天
命
に
去
就
有
り
、
五
行
常
に
は
盛
ん
な
ら
ず
。
火
に

代
わ
る
者
は
土
な
り
。
漢
を
承
く
る
者
は
魏
な
り
。
能
＜
天
下
を
安

ん
ず
る
者
は
曹
姓
な
り
。
唯
、
曹
氏
に
委
任
す
る
而
已
゜

と
あ
る
。
同
じ
く
裟
松
之
注
所
引
『
魏
略
」
に
は
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是
を
以
て
桓
•
霊
の
間
、
諸
々
の
図
緯
に
明
ら
か
な
る
者
、
皆
言
う
、

「
漢
行
の
気
尽
き
、
黄
家
当
に
興
る
べ
し
」
と
。

（
『
後
漢
書
』
「
陳
輝
列
伝
」
注
所
引
『
風
俗
通
」
に
「
漢
家
火

行
午
に
盛
ん
な
り
」
、
ま
た
、
『
後
漢
書
」
「
西
完
伝
」
に
「

性
堅
剛
勇
猛
、
西
方
金
行
の
気
を
得
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「

漢
行
」
と
は
「
漢
家
火
行
」
、
「
黄
家
」
と
は
「
黄
家
土
行
」
の

意
に
解
す
。
）

と
あ
り
、
漢
の
火
徳
は
尽
き
、
新
た
に
土
徳
の
王
朝
が
興
隆
す
る
と
い
う

予
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
緯
書
の
利
用
が
即
ち
漢
王
朝
の

擁
護
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て

毛
伝
お
よ
び
王
粛
所
引
の
馬
融
説
は
、
現
代
人
か
ら
見
る
と
常
識
的
な

判
断
に
よ
る
解
釈
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
間
に
お
け
る

伝
説
の
流
布
を
考
慮
す
れ
ば
、
『
詩
経
」
は
感
生
帝
説
を
踏
ん
で
書
か
れ

た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
白
鳥
清
論
考
も
「
感
生
伝

説
の
記
載
せ
ら
れ
た
文
献
の
最
古
の
も
の
は
、
詩
経
の
中
に
記
さ
れ
て
ゐ

る
殷
及
び
周
の
古
伝
説
で
あ
る
」
（
五
五
頁
）
と
し
、
森
三
樹
三
郎
『
中

国
古
代
神
話
」
（
前
掲
）
も
、
周
の
始
祖
伝
説
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
の
解

釈
は
古
意
に
比
較
的
忠
実
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
一
四
五
頁
）
。
ま
た
、

王
粛
所
引
の
馬
融
説
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
見
れ
ば
、
『
詩
経
」
を
読

む
場
合
、
鄭
玄
に
従
っ
て
感
生
帝
説
で
読
む
ほ
う
が
、
後
漠
末
か
ら
魏
晋

に
か
け
て
の
人
々
に
と
っ
て
は
自
然
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
我
々

「
巳
の
方
角
の
地
に
」
と

が
感
生
帝
説
を
奇
異
に
感
じ
る
の
と
は
逆
に
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

〈
因
果
律
信
奉
〉
的
に
説
く
王
粛
の
解
釈
の
ほ
う
が
非
常
識
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
鄭
玄
の
解
釈
は
『
詩
経
」
の
字
句
を
素
直
に

読
ん
だ
、
し
か
も
、
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
自
然
な
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
に
つ
い
て

鄭
玄
は
感
生
帝
説
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
詩
経
」
「
生
民
」

の
内
容
を
前
後
矛
盾
な
く
解
釈
し
た
、
と
す
る
辺
土
名
氏
の
説
は
正
し
い

と
思
っ
°
し
か
し
、
話
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
鄭
玄
の
儒
学
は

―
つ
の
体
系
を
構
成
し
て
お
り
、
体
系
内
部
で
の
矛
盾
を
許
そ
う
と
し
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
生
民
」
一
篇
の
み
な
ら
ず
、
『
詩
経
』
一
経
の
内

部
、
更
に
、
そ
の
他
の
経
書
に
も
、
感
生
帝
説
が
矛
盾
な
く
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
『
詩
経
」
内
部
に
お
い
て
、
周
王
朝
の
始
祖
伝
説
と
関
連
す

る
篇
に
は
、
「
生
民
」
の
外
に
「
斯
干
」
「
悶
宮
」
が
あ
る
。
斯
干
の

似
続
批
祖

に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
箋
は
、

「
似
」
の
読
み
巳
午
の
巳
の
如
し
。
「
巳
続
砒
祖
」
と
は
、
巳
に

其
の
宮
廟
を
成
す
。
「
批
」
と
は
先
砒
、
姜
姫
な
り
。
「
祖
」
と
は

先
祖
な
り
。

（
「
巳
に
」
と
は
、
孔
疏
に
よ
れ
ば
、

(62) 
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
）

と
あ
る
。
毛
伝
が
「
批
」
を
特
定
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
鄭
玄
は
「

批
」
と
は
姜
姫
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
孔
頴

達
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
f

「
批
」
と
は
是
れ
先
批
、
姜
婚
な
る
こ
と
を
知
る
は
、
以
え
ら
く
、

特
牲
少
牢
祭
祀
の
礼
皆
其
の
妃
を
以
て
夫
に
配
し
て
食
し
、
特

り
批
の
廟
を
立
つ
る
者
無
け
れ
ば
な
り
。
…
…
此
の
「
批
」
の
文
〔

字
〕
も
亦
「
祖
」
〔
の
文
字
〕
の
上
に
在
り
。
故
に
是
れ
姜
姻
な
る

を
知
る
。

つ
ま
り
、
配
す
る
べ
き
夫
が
無
く
、
し
か
も
先
祖
よ
り
上
に
位
置
す
る
者

と
し
て
、
姜
姻
に
比
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
の
一
っ

が
、
次
に
挙
げ
る
「
悶
宮
」
の
詩
な
の
で
あ
る
。

「
悶
宮
」
の

悶
宮
有
血
、
実
実
枚
枚

に
つ
い
て
、
毛
伝
は

「
悶
」
と
は
閉
な
り
。
先
批
姜
姻
の
廟
周
に
在
り
、
常
に
閉
じ
て

事
無
し
。
孟
仲
子
日
く
、
是
れ
謀
宮
な
り
。
…
…

と
記
す
。
こ
こ
で
毛
伝
は
、
「
悶
宮
」
を
姜
姫
の
廟
と
言
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
毛
伝
の
考
え
方
に
沿
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
『
詩
経
」
全
体
に
は

矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
毛
伝
は
生
民
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
「

姜
姫
は
高
辛
氏
の
帝
に
配
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
高
辛
氏
の
帝
」

と
は
、
通
常
、
帝
暑
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
す
る
と
、
夫
で
あ
る
帝
暑
を
無

視
し
て
姜
姫
だ
け
が
祭
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
姜
姻
廟
が
存
在
す
る
こ

「
悶
宮
」

と
自
体
が
そ
も
そ
も
お
か
し
い
、
と
い
う
話
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
悶
宮
は
実
在
し
、
そ
の
う
え
、
「
謀
（
子
宝
を
授
け
る

神
）
」
と
し
て
姜
姫
は
祭
ら
れ
て
い
た
の
に
、
帝
楊
に
は
廟
が
な
い
。
経

書
で
あ
る
は
ず
の
『
詩
経
」
に
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
を
、

鄭
玄
は
承
服
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
鄭
玄
の
箋
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
悶
」
と
は
神
な
り
。
姜
姻
神
の
依
る
所
。
故
に
廟
を
神
宮
と
日
う
。

鄭
玄
は
、
姜
姫
を
神
霊
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
続
く
「
悶
宮
」
の

赫
赫
姜
姻
、
其
徳
不
回
、
上
帝
是
依
、
無
災
無
害
、
禰
月
不
遅

に
つ
い
て
鄭
玄
は

「
依
」
と
は
其
の
身
に
依
る
な
り
。
「
禰
」
と
は
終
な
り
。
赫
赫
乎

と
し
て
顕
著
な
る
姜
姻
や
、
其
の
徳
貞
正
に
し
て
回
邪
な
ら
ず
。

天
是
れ
を
用
て
凋
依
し
て
精
気
を
降
し
て
、
其
れ
之
を
任
ま
す
。

又
、
〔
妊
娠
時
に
は
〕
災
害
無
く
、
〔
出
産
時
に
は
母
の
身
体
を
〕

垢
か
ず
副
か
ず
。
人
道
の
十
月
を
終
え
て
子
を
生
む
。
遅
晩
な
ら
ず
。

（
「
垢
か
ず
副
か
ず
」
と
は
、
『
詩
経
』
「
生
民
」
の
一
節
で
あ

る
「
不
訴
不
副
」
に
基
づ
く
。
陸
徳
明
『
経
典
釈
文
」
で
は
、
「

「
副
」
〔
と
は
〕
…
…
『
説
文
」
云
え
ら
く
「
分
」
な
り
。
『
字

林
」
云
え
ら
く
「
判
」
な
り
。
」
と
説
明
す
る
。
孔
疏
で
は
、
「

「
折
•
堀
（
訴
•
副
）
」
〔
と
は
〕
皆
「
裂
」
な
り
。
」
と
説

明
す
る
。
）

と
解
釈
し
て
、
こ
こ
で
も
感
生
帝
説
を
説
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鄭
玄
は
、
『
詩
経
』
の
「
生
民
」
「
斯
干
」
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を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
た
め
に
、
感
生
帝
説
を
導
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る。
更
に
、
鄭
玄
の
感
生
帝
説
に
よ
る
経
書
の
解
釈
は
、
『
詩
経
」
の
み
な

ら
ず
、
『
周
礼
』
に
も
見
え
て
い
る
。
『
周
礼
」
「
春
官
、
大
司
楽
」
の

乃
奏
夷
、
則
歌
小
呂
、
舞
大
渡
、
以
享
先
批

の
鄭
玄
の
注
に
は

「
先
批
」
と
は
姜
姫
な
り
。
姜
姻
大
人
の
跡
を
履
み
、
神
霊
に
感

じ
て
后
稜
を
生
む
。
是
れ
周
の
先
母
な
り
。
周
廟
を
立
つ
る
に
、

后
稜
自
り
始
祖
と
為
せ
ば
、
姜
姻
妃
す
る
所
無
し
。
是
を
以
て
特

り
廟
を
立
て
て
之
を
祭
る
。
之
を
悶
宮
と
謂
い
、
之
を
悶
神
と
い
う
。

と
あ
る
。
繰
り
返
し
、
感
生
帝
説
を
解
い
て
い
る
の
に
加
え
て
、
『
詩
経
」

「
悶
宮
」
を
意
識
し
た
注
釈
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
は
、

感
生
帝
説
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
周
礼
」
と
『
詩
経
』
と
の
間
に

整
合
性
を
見
い
だ
し
、
矛
盾
の
な
い
経
書
の
体
系
を
作
り
出
す
こ
と
が
で

き
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
、
こ
の
『
周
礼
」
及
び
『
詩
経
」
の
経
文
が
あ
る
か
ら
に
は
、

姜
姫
は
ど
う
し
て
も
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
な
る
。
そ
の
場
合
、

姜
姫
を
祭
る
に
足
る
条
件
と
し
て
、
鄭
玄
の
注
に
は
次
の
三
つ
が
示
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
a
)

始
祖
よ
り
も
上
位
に
あ
る
こ
と
、

(
b
)

夫
に
配
さ
れ
る
必
要
の
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と
、

(

C

)

神
格
で
あ
る
こ

と
、
で
あ
る
。

(

a

)

に
つ
い
て
、
『
周
礼
』
「
春
官
、
大
司
楽
」
の
「
…
…
以
て
天

神
を
祀
る
…
…
以
て
地
示
を
祭
る
…
・
：
以
て
四
望
を
祀
る
：
・
:
：
以
て
山
川

見
（
現
）
に
、
天
子
為
り
。
高
辛
と
廃
と

を
祭
る
：
：
：
以
て
先
批
を
享
る
…
・
：
以
て
先
祖
を
享
る
」
と
い
う
経
文
に

対
す
る
買
公
彦
の
疏
が
説
明
を
し
て
い
る
。

砿
注
に
〕
「
周
の
廟
を
立
つ
る
は
、
后
稜
自
り
始
祖
と
為
せ
ば
、

姜
姫
妃
す
る
所
無
し
」
と
云
う
は
、
周
の
七
廟
を
立
つ
る
は
、
后

稜
自
り
已
下
な
り
。
更
に
后
稜
が
父
の
廟
を
立
つ
る
を
得
ず
。
故
に

姜
姻
妃
す
る
所
無
し
。
〔
鄭
注
に
〕
「
是
を
以
て
特
り
廟
を
立
て

て
之
を
祭
る
」
と
云
う
は
、
其
の
先
母
を
尊
敬
す
る
を
以
て
が
故
に
、

特
り
婦
人
の
廟
を
立
て
て
之
を
祭
る
。

始
祖
で
あ
る
后
稜
が
敬
意
を
表
し
て
廟
を
立
て
、
し
か
も
父
に
は
廟
が
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
母
で
あ
る
姜
姻
の
位
は
、
唯
一
、
后
稜
よ
り
も
更

に
上
と
な
る
と
言
え
る
。

(
b
)
に
つ
い
て
は
、
『
詩
経
」
「
斯
干
」
・
『
周
礼
』
「
春
官
、
大

司
楽
」
の
注
解
の
中
で
鄭
玄
が
「
姜
姻
妃
す
る
所
無
し
」
と
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
一
方
、
『
史
記
』
・
毛
伝
・
王
粛
所
引
の
馬
融
な
ど
が
採

用
し
て
い
る
、
「
姜
姫
の
夫
は
帝
鬱
で
あ
る
」
と
い
う
説
も
有
力
で
あ
っ

た
。
帝
羞
は
天
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
子
で
あ
る
夫
を
無
視
し
て
妻
を
祭

る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
鄭
玄
に
は
、
「
姜
姫

の
夫
は
帝
暑
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

の
証
明
の
一
っ
と
し
て
、
『
詩
経
j

「
生
民
」
の
注
に
、

鹿
の
時
に
当
た
り
、
高
辛
氏
の
世
妃
為
り
。

と
鄭
玄
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
詩
経
」
「
生
民
」
孔
疏
所
引
の
『
鄭

志
』
に
は
、

稜
廃
よ
り
稚
し
。
巽
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並
び
に
天
子
の
位
に
在
ら
ん
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
の
考
え
で
は
、
「
帝
羞
と
姜
姫
と
の
間

の
子
が
后
稜
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
帝
魯
と
発
と
は
同
時
代
の
人
物
で
あ
る

こ
と
に
な
り
、
二
人
の
天
子
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
、
帝
驀
は
姜
姫
の
夫
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
姜
姻
の
夫
は
、

帝
羞
の
子
孫
の
或
る
人
物
だ
っ
た
」
と
い
う
証
明
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
感
生
帝
に
は
父
は
い
な
い
」
と
い
う
通
説
に
対
し
て
は
、
本

論
考
「
三
、
鄭
玄
の
立
場
」
で
挙
げ
た
『
駁
五
経
異
義
」
で
反
論
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
、
周
の
始
祖
で
あ
り
感
生
帝
で
も
あ
る
后
稜
を
産
ん
だ
功

績
に
よ
っ
て
、
姜
姻
は
夫
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
し
て
廟

に
祭
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

C

)

に
つ
い
て
は
、
『
詩
経
」
「
悶
宮
」
・
『
周
礼
」
「
春
官
、
大

司
楽
」
の
鄭
玄
の
注
を
読
め
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
『

周
礼
』
経
文
の

天
神
・
地
示
•
四
望
•
山
川
・
先
批
•
先
祖

と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
唐
の
買
公
彦
の
疏
で
は
、
山
川
以
上
を
「
自
然

之
神
」
と
解
し
て
い
る
。
「
自
然
神
」
と
「
祖
先
神
」
と
の
中
間
に
位
置

す
る
「
先
批
」
は
、
や
は
り
特
異
な
神
格
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
(

a

)

（

b
)

（

C
)

を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
感
生
帝
説
は

最
も
適
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
感
生
帝
説
を
取
り
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
生
民
」
一
篇
だ
け
で
な
く
、
『
詩
経
』
の
他
の
二
篇
に
加

え
て
『
周
礼
』
を
も
矛
盾
な
く
解
釈
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
周
礼
』
「
地
官
、
土
均
」
の
鄭
玄
注

以
上
、
感
生
帝
説
と
い
う
識
緯
思
想
を
通
じ
て
、
鄭
玄
の
経
書
解
釈
に

五
、
お
わ
り
に

礼
俗
は
、
邦
国
都
鄭
の
民
の
行
う
所
、
先
王
が
旧
礼
な
り
。
「
君
子
礼

を
行
う
に
‘
俗
を
変
う
る
を
求
め
ず
」
〔
と
「
曲
礼
」
に
も
あ
る
〕
。

に
つ
い
て
、
孫
飴
譲
『
周
礼
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

「
大
宰
」
〔
鄭
〕
注
に
云
う
、
「
「
礼
俗
」
と
は
、
昏
姻
喪
紀
の
旧

く
よ
り
行
う
所
な
り
」
と
。
当
代
行
う
所
の
礼
に
非
ず
、
其
の
旧

俗
の
変
わ
ら
ざ
る
者
に
従
う
を
謂
う
。
…
…
鄭
の
彼
〔
す
な
わ
ち
「

曲
礼
」
〕
の
注
に
云
う
、
「
「
求
」
と
は
猶
「
務
」
の
ご
と
し
。
其

の
故
俗
を
変
う
る
に
務
め
ず
、
本
を
重
ん
ず
。
先
祖
の
国
を
去
り
て

他
国
に
居
る
を
謂
う
」
と
。

す
な
わ
ち
、
『
周
礼
」
「
天
官
、
大
宰
」
の
鄭
玄
の
注
は
時
間
的
な
変
化
、

『
礼
記
」
「
曲
礼
」
の
鄭
玄
の
注
は
空
間
的
な
変
化
に
関
す
る
記
述
と
と

ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
変
化
に
対
し
て
、
鄭
玄
は
、
旧
礼
・
旧

風
俗
を
保
持
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
『
詩
経
」
や
『
周
礼
」
の
経
文
に
明
記
さ
れ
て

い
る
〈
先
批
を
祭
る
〉
と
い
う
周
の
旧
礼
・
旧
風
俗
を
残
す
た
め
の
説
明

と
し
て
、
感
生
帝
説
は
都
合
良
い
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

特
に

(
b
)
に
顕
著
な
よ
う
に
、
鄭
玄
の
解
釈
に
も
、
か
な
り
複
雑
な
解

説
を
必
要
と
す
る
部
分
、
あ
え
て
言
え
ば
強
引
な
部
分
が
生
じ
て
い
る
こ

と
も
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
決
ま
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
に
、

「
経
書
を
解
釈
す
る
際
に
、
緯
書
を
補
助
的
に
使
用
し
た
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
、
緯
書
は
経
書
を
体
系
づ
け
る
た
め
の
補
助

的
役
割
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
緯
学
は
経
学
よ
り
も
価
値
が

低
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
考
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
疑
問
が
生
じ
て
来
た
。
今
の
我
々
が
感
じ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
経

学
と
緯
学
と
に
優
劣
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
来
、
鄭
玄
は
後
漢
の
〈
経
学
〉
の
大
成
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
来
た
。

し
か
し
、
果
た
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
鄭
玄
の
著
作
の
中
に
は
、
経

書
と
並
ん
で
緯
書
の
注
釈
が
多
数
あ
る
。
し
か
も
、
緯
書
の
説
が
経
学
を

体
系
づ
け
る
た
め
に
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
う
考
え

て
み
る
と
、
鄭
玄
の
学
問
体
系
と
は
、
単
に
〈
経
学
〉
の
み
な
ら
ず
、
経

学
と
緯
学
と
を
融
合
し
た
〈
儒
学
〉
の
大
成
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
方
が

妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
〈
経
学
〉
〈
識

緯
〉
な
ど
と
分
類
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
後
漢
の
学
問
全
体
を
、
も
う
一
度
、

総
括
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(66) 


